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証券コード 9211
2026年３月12日

（電子提供措置の開始日 2026年３月５日）
株 主 各 位

東京都新宿区神楽坂１−１
神楽坂外堀通りビル２F
株式会社エフ・コード
代表取締役社長 工藤 勉

第20期定時株主総会招集ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
当社第20期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通

知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第20期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト
https://f-code.co.jp/ir/stockinfo/meeting/

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイ
トにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面（郵送）によって議決権を行使
することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討い
ただき、議決権行使についてのご案内をご高覧のうえ、2026年３月26日（木曜日）午後５時ま
でに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬 具
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記
１ 日 時 2026年３月27日（金曜日）午前11時00分（受付開始 午前10時30分）
２ 場 所 東京都新宿区市谷八幡町８番地 TKP市ヶ谷ビル

TKP市ヶ谷カンファレンスセンター カンファレンスルーム６D
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３ 会議の目的事項
報告事項 １．第20期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）事業報告及び

連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類
監査結果報告の件

２．第20期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）計算書類の内
容報告の件

決議事項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
お願い
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上

げます。
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせて

いただきます。
電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに修正内容を

掲載させていただきます。
株主総会の決議結果につきましては、決議通知のご送付に代えて、インターネット上の当社ウェブサイト

（https://f-code.co.jp）に掲載させていただきます。
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議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
なお、株主ではない代理人及び同伴の方等、議決権を行使できる株主以外
の方はご入場いただくことができませんので、ご注意ください。

株主総会にご出席される場合

書面郵送またはインターネットで議決権を行使される場合

次頁の「インターネットによる議決権行使について」をご参照の上、賛否
をご入力ください。

行使期限

行使期限

株主総会開催日時 2026年３月27日（金曜日）午前11時00分

2026年３月26日（木曜日）午後５時00分到着分まで

2026年３月26日（木曜日）午後５時00分まで

インターネット

書面郵送

株主総会ご出席

議決権行使についてのご案内

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、ご返送ください。
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表
示をされたものとして取り扱わせていただきます。
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インターネットによる議決権行使は､パソコン、スマートフォン等から当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）
にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です｡

スマートフォンの場合
QRコードを読み取る方法

インターネットによる議決権行使について

ログインID・仮パスワードを入力する方法

ご注意事項
システム等に関するお問い合わせ（ヘルプデスク）
三菱UFJ信託銀行㈱ 証券代行部

0120-173-027（通話料無料）
受付時間：午前9時から午後9時まで

●❶議決権行使サイトにアクセスする

「次の画面へ」をクリック

●❷

「ログイン」をクリック

議決権行使書副票（右側）

「ログイン用QR
コード」はこちら

議決権行使サイトのご利用方法

お手元の議決権行使書用紙の右下に記載され
た「ログインID」及び「仮パスワード」を入力

スマートフォンでの議決権行使は、「ログインID」「仮パスワー
ド」の入力が不要になりました。同封の議決権行使書副票
（右側）に記載された「ログイン用QRコード」を読み取りいた
だくことで、ログインいただけます。

● 郵送とインターネットにより、二重に議決権行使をされた場合は、インター
ネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

● インターネットにより、複数回数にわたり議決権行使をされた場合は、最終に
行われた議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

●❸ 以降画面の案内に沿って賛否をご入力ください。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
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事 業 報 告
2025年１月１日から2025年12月31日まで

１．企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、物価高により個人消費の一部に鈍化が見られるも
のの、企業収益や賃金、雇用情勢の改善などによって景気は緩やかな回復に向かっておりま
す。一方で、米国の政権交代による政策の変更による影響懸念など、依然として先行きの不
透明な状況が継続しております。
当社グループが事業を展開するデジタルトランスフォーメーション（以下、DX）市場およ

びデジタル関連のIT＆ビジネスコンサルティング市場においては、コロナ禍以降、消費活動
のオンライン化が急速に進展したことにより、消費者のメディア接点は一層多様化し、それ
に対応するためのデジタルシフトが多くの企業において活発に進められています。加えて、
近年はAI技術の著しい進展により、業務の自動化や意思決定の高度化を通じて企業の生産性
を飛躍的に高める可能性が現実のものとなりつつあり、これを取り入れたDXの取り組みは、
単なる業務効率化にとどまらず、新たな価値創出や競争優位の確立をもたらす手段として注
目を集めています。こうした背景のもと、当該市場は今後も高成長が期待される領域として、
引き続き注目を集めております。
このような経営環境のもと、当社グループでは、企業のデジタル改革を支援することを目

的として、主に二つの領域においてサービスを提供しております。第一に、増加を続けるデ
ジタル接点に対応し、企業のマーケティング成果を最大化するための支援を行うMarketing
領域に取り組んでおります。第二に、企業のDX化や高度なデジタル化を推進するため、AIの
利活用やシステム開発などを通じて支援を行うAI・Technology領域に注力しております。
さらに当社グループでは、サービスのケイパビリティを拡張し、各グループ企業の強みや顧
客基盤を活かしたサービス間のクロスセルなどによるシナジー創出を通じて収益の向上を図
ることを目的として、M&Aを積極的に推進しております。
当連結会計年度においては、2025年１月17日付で株式会社ゼロタスの全株式を取得、

2025年２月14日付で株式会社Ciel Zeroの一部の株式を取得、2025年３月10日付で株式
会社SmartContactの一部の株式を取得、2025年７月１日付で株式会社デイトラの株式の一
部を取得、2025年８月４日付で株式会社Real usの株式の一部を取得、2025年８月19日付
で株式会社ブイストの全株式を取得してそれぞれを連結子会社化しており、前連結会計年度
末から連結子会社が６社増加しております。
この結果、当連結会計年度の経営成績は、テクノロジー・SaaS及び各種プロフェッショナ

ルサービスの受注が順調に推移したことや、前連結会計年度及び当連結会計年度において
M&Aによって連結子会社となったグループ各社の業績貢献により、売上収益は11,937,987
千円（前年同期比132.7％増）、営業利益は2,309,488千円（前年同期比73.8％増）、税引前
当期利益は2,103,143千円（前年同期比72.5％増）、親会社の所有者に帰属する当期利益は
1,450,235千円（前年同期比73.1％増）となりました。
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（2）設備投資の状況
当連結会計年度における設備投資等の総額は243,868千円（無形固定資産を含む）であ

り、主なものは、人員増加に伴うPC等の購入が7,120千円、ソフトウエアの取得及び開発
費が225,147千円です。

（3）資金調達の状況
当連結会計年度の資金調達については、M&A資金を含む運転資金等を目的として主に長

期借入金6,637,000千円の資金調達を行いました。

（4）対処すべき課題
当社グループは「マーケティングテクノロジーで世界を豊かに」というミッションを掲

げ、未だ無限の可能性を秘めたビジネス活動におけるデジタル化の領域において、卓越した
知見を有するコンサルタントによる直接的な人的サービスと、その知見を具現化したソフト
ウェアの提供により、多くの事業者とその先にいる生活者との豊かな関係をつなぐハブにな
るべく、最先端のデジタルマーケティングナレッジを提供しております。
DX・デジタルマーケティング領域の市場成長が加速する中、マーケティングテクノロジ

ーは日進月歩で進化し、顧客ニーズも多様化・複雑化しております。このような経営環境に
ある中で、最先端のマーケティングテクノロジーをサービスに取込み、最適解をタイムリー
に顧客へ提案・提供することが、顧客企業からの信頼を勝ち得るために必要であり、こうし
た取り組みが継続的な成長と安定した収益の確保につながるものと認識しております。その
ために、当社グループは、以下の対処すべき課題を認識し、改善に努めております。

① 提供するサービスの向上
当社グループが将来にわたって成長していくためには、提供するサービスが顧客にとっ

て常に価値あるものであるように、サービスの質・スピードともにさらなる向上が必要で
あると考えております。これまでに開発、リリースしたサービスは、既に多くの顧客を獲
得して市場から一定の評価を得ており、十分な競争力を有するものであると認識しており
ますが、めまぐるしく変化する生活者の消費行動と、その変化への対応を経営課題として
企業が日々葛藤する中、DX・デジタルマーケティング領域の市場において企業がかかえ
る課題とそのソリューションの在り方も形を変えていくものと考えられます。それらに対
応すべく、当社グループでは最先端のデジタルメディア情報の収集体制とこれまでの顧客
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成功事例集約を図るとともに、当社グループの提供するサービスにシナジーがある企業の
M&A等に積極的に取り組むことで、新たな質の高いサービスへ発展させていくことに注
力してまいります。

② 優秀な人材の確保と育成
当社グループはこれまで立地と業種を問わず多種多様な要求水準に応えるDXサービス

を、高度な専門知識を有する人材による人的支援を中心として提供してまいりました。当
社グループの継続的な事業成長には、この人的領域でのソリューションのノウハウを十分
に活用して高い質で再現していくために、引き続き優秀な人材を確保・育成していくこと
が重要と認識しております。企業におけるDX推進の動きが加速する中、DX市場の拡大に
伴って当該領域の人材獲得は他社とも競合し、今後も難しいものとなることが考えられま
す。
当社グループでは、優秀な人材獲得のための採用方法の展開に加えて、当社グループの

事業戦略と連携した教育による人材育成体制の確立により、継続性と安定性を備えた組織
体制の構築を進めてまいります。

③ 認知度の向上・顧客基盤の拡大
急速なDX市場の拡大の中において、絶えず変化する企業のデジタルマーケティングへ

の課題解決のために当社はサービスのアップデートを繰り返し、多種多様な企業へサービ
ス提供を行い、継続的な取引による顧客基盤の確立と収益基盤の強化を図ってまいりまし
た。今後も拡大を続ける同市場の中でさらなる事業成長を実現するために、当社グループ
のサービスの認知度向上のための積極的な広報活動やインターネットを利用したマーケテ
ィング活動・大手企業との提携等をより一層推進し、それらを土台として新規顧客獲得に
注力してまいります。

④ 技術革新への対応
当社グループがサービスを提供しているDX・デジタルマーケティングの領域は、技術

革新のスピードや企業の課題解決に対するニーズの変化が速く、またそれに基づくサービ
スの導入が相次いでいる非常に変化の激しい業界であり、これらの変化へ対応していく総
合的な組織力が重要であると認識しております。当社は新たな技術に係る情報の収集、知
見の獲得、顧客ニーズに適時に応えることができる情報アセット・技術力を保有するとと
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もに、提供サービスの改良・改善及び新サービス開発に活用してまいります。

⑤ 内部管理体制の強化
当社グループは、急速な事業環境の変化に適応し、継続的に成長していくためには、内

部管理体制の強化が重要であると認識しております。このため、事業規模の拡大・成長に
合わせてバックオフィス機能を拡充していくとともに、経営の公正性・透明性を確保する
ための内部管理体制強化に取り組んでまいります。また、財務報告の適正性の確保、情報
セキュリティの向上、個人情報の保護、リスク管理等の内部統制及びコンプライアンス体
制につきまして、より実効性の高い体制となるよう必要な適材適所の人材配置等を進め
て、各機能の充実を図ってまいります。

（5）財産及び損益の状況の推移
①企業集団の財産及び損益の状況（IFRS）

区分 第17期
2022年12月期

第18期
2023年12月期

第19期
2024年12月期

第20期
（当連結会計年度）
2025年12月期

売上収益 （千円） 1,071,926 2,482,032 5,130,876 11,937,987
親会社の所有者に帰属す
る当期利益 （千円） 69,347 479,704 838,000 1,450,235

基本的１株当たり当期利
益 （円） 8.37 46.47 72.11 118.47

資産合計 （千円） 3,234,825 10,975,119 21,682,111 26,452,244

資本合計 （千円） 689,626 3,319,768 6,036,699 6,740,685
１株当たり親会社所有者
帰属持分 （円） 83.17 302.21 543.26 617.86
（注）１．第18期よりIFRSを適用して連結計算書類を作成しております。また、ご参考までに第17期のIFRS

に準拠した数値も併記しております。
２．当社は、2022年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。また

2024年4月1日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第17期の期首に
当該株式分割が行われたと仮定し、基本的１株当たり当期利益及び１株当たり親会社所有者帰属持
分を算定しております。

３．当社は、2025年12月期において企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2024年
12月期に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。
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②当社の財産及び損益の状況（日本基準）

区分 第17期
2022年12月期

第18期
2023年12月期

第19期
2024年12月期

第20期
（当 事 業 年 度）
2025年12月期

売上高 （千円） 1,071,926 1,498,469 1,980,743 1,320,042
経常利益 （千円） 216,132 320,412 500,013 513,037
当期純利益 （千円） 188,101 247,441 246,054 △264,419
１株当たり当期純利益 （円） 22.70 23.97 21.17 △21.60
総資産 （千円） 2,857,851 8,843,351 13,807,601 18,204,167
純資産 （千円） 723,891 3,001,571 5,757,432 5,199,232
１株当たり純資産額 （円） 87.28 284.59 469.59 425.60
（注）１．当社は、2022年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。また

2024年4月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第17期の期首
に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定してお
ります。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を第17期の期首から適
用しており、2022年12月期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値と
なっております。

（6）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
会社名 資本金 当社の

出資比率 主要な事業内容
株式会社SAKIYOMI 10,000千円 89.52% SNSマーケティング支援事業
CRAFT株式会社 10,000千円 100.0％ デジタルマーケティング事業
株式会社JITT 10千円 100.0％ デジタルマーケティング事業
株式会社マイクロウェーブク
リエイティブ 10千円 100.0％ デジタルマーケティング事業
株式会社BINKS 1,000千円 85.0％ LTVサイエンス事業
ラグナロク株式会社 3,000千円 100.0％ グロースエンジニアリング事業
株式会社SpinFlow 10千円 50.10％ 生成AI活用コンサルティング・リスキリ

ング研修事業
株式会社BUZZ 10千円 89.52% SNS運用代行者育成事業
株式会社ゼロタス 1,000千円 100.0％ データコンサルティング事業・デジタル

マーケティング事業
株式会社Ciel Zero 60,000千円 80.0％ ITエンジニアリングサービス、AIシステ

ム開発事業
株式会社SmartContact 1,000千円 67.0％ セールス支援事業、コールセンター事業、

ストアソリューション事業
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株式会社デイトラ 1,000千円 80.0％ 教育事業・メディア事業
株式会社Real us 900千円 85.0％ インフルエンサープラットフォーム事業
株式会社ブイスト 1,000千円 100.0％ YouTube運用動画制作、SNS運用代行、

LP 制作、動画編集スクールの運営

③ その他の重要な企業結合の状況
当社は、2026年２月24日に株式会社AI ONEの株式の一部を取得して連結子会社化い

たしました。

（7）主要な事業内容（2025年12月31日現在）
当社グループは、Marketing領域及びAI・Technology領域において、企業のマーケティ

ング成果を最大化することや、AI利活用及びシステム開発などを通じたDX推進の支援サー
ビスをワンストップで展開しております。

主な事業 事業の内容

DX事業

Merketing領域において、
CX SaaS「CODE Marketing Cloud」「KaiU」「hachidori」
「ftraEFO」等のSaaS型ソフトウェア及びその蓄積データをコアとした
コンサルティングによる企業のマーケティング活動の支援サービスを提
供

AI・Technology領域において、
AIの利活用やシステム開発などを通じて企業のDX化や高度なデジタル
化を推進する支援サービスを提供

（8）従業員の状況（2025年12月31日現在）
① 企業集団の従業員の状況

従業員数 前連結会計年度末比増減
489名（411名） 340名増（374名増）

（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員は、（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の従業員の状況
従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

44名（32名） 3名増（ 5名増 ） 35.8歳 2.6年
（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員は、（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
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（9）主要な営業所（2025年12月31日現在）
① 当社

本社 東京都新宿区

② 子会社
株式会社SAKIYOMI 本社：大阪府大阪市
CRAFT株式会社 本社：東京都江東区
株式会社JITT 本社：東京都千代田区
株式会社マイクロウェーブクリエイティブ 本社：東京都千代田区
株式会社BINKS 本社：東京都文京区
ラグナロク株式会社 本社：東京都港区
株式会社SpinFlow 本社：東京都千代田区
株式会社BUZZ 本社：東京都新宿区
株式会社ゼロタス 本社：東京都渋谷区

株式会社Ciel Zero
本社：大阪府大阪市
支社：東京都新宿区
支社：愛知県名古屋市
支社：福岡県福岡市

株式会社SmartContact 本社：東京都新宿区
株式会社デイトラ 本社：東京都豊島区
株式会社Real us 本社：東京都目黒区
株式会社ブイスト 本社：福岡県福岡市
（10）主要な借入先の状況（2025年12月31日現在）

借入先 借入金残高
株式会社みずほ銀行 3,502,050千円
株式会社東日本銀行 1,208,869千円
株式会社りそな銀行 892,190千円
株式会社三菱UFJ銀行 872,000千円
ファンズ・オペレーション合同会社 700,000千円
（注）2025年12月現在の借入残高が、５億円以上の金融機関を記載しております。
（11）その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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２．株式に関する事項（2025年12月31日現在）
（1）発行可能株式総数 40,000,000株
（2）発行済株式の総数 12,409,400株
（3）株主数 4,669名
（4）大株主（上位10名）

株主名 持株数（株） 持株比率（％）

工藤 勉 4,792,600 39.26

株式会社ＳＢＩ証券 520,300 4.26

梅澤 康二 448,800 3.68

株式会社マイナビ 403,200 3.30

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 388,700 3.18

株式会社リヴァンプ 380,400 3.12
ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ Ｊ
ＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ−ＡＣ） 350,501 2.87

荒井 裕希 309,000 2.53

楽天証券株式会社共有口 267,200 2.19
ＢＢＨ ＣＯ ＦＯＲ ＡＲＣＵＳ ＪＡＰＡＮ Ｖ
ＡＬＵＥ ＦＵＮＤ 224,000 1.83

（注）当社は、自己株式200,631株を保有しておりますが、持株比率は自己株式を控除して計算しておりま
す。

（5）その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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３．新株予約権等に関する事項
（1）当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

第４回新株予約権

決議年月日 2021年１月25日
保有者の区分及び人数 当社取締役（監査等委員を除く） ２名
新株予約権の数 360個
新株予約権の目的となる
株式の種類及び数 普通株式432,000株 (注)４

新株予約権１個あたりの発行価額 無償

新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権１個あたり

477,484円
（１株あたり398円）(注)４

新株予約権の主な行使の条件 (注)１〜３

権利行使期間 2023年１月26日〜2031年１月25日
（注）１．新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、使用人、顧問その

他名目の如何を問わず委任、請負等の継続的な契約関係の地位にあることを要する。但し、当社が特
に行使を認めた場合はこの限りでない。

２．新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は
相続されず、本新株予約権は行使できない。

３．本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められない。
４．2022年12月１日付で行った普通株式１株につき２株とする株式分割及び2024年４月１日付で行っ

た普通株式１株につき２株とする株式分割により「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」、「新
株予約権の行使時の払込金額」は調整されております。

第10回新株予約権

決議年月日 2025年２月14日

保有者の区分及び人数 当 社 取 締 役 （監 査 等 委 員 を 除 く） ３ 名
当 社 社 外 取 締 役 （監 査 等 委 員）１ 名

新株予約権の数 当社取締役（監査等委員を除く） 6,010個
当社社外取締役（監査等委員） 123個

新株予約権の目的となる
株式の種類及び数

当社取締役（監査等委員を除く） 普通株式601,000株
当社社外取締役（監査等委員） 普通株式12,300株

新株予約権１個あたりの発行価額 1個あたり300円
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新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権１個あたり

115,780円
（１株あたり1,157.8円）

新株予約権の主な行使の条件 (注)１〜３

権利行使期間 2026年４月１日〜2035年３月31日
（注）１．新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、使用人、顧問その

他名目の如何を問わず委任、請負等の継続的な契約関係の地位にあることを要する。但し、当社が特
に行使を認めた場合はこの限りでない。

２．新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は
相続されず、本新株予約権は行使できない。

３．本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められない。

（2）当事業年度中に使用人等に対して職務執行の対価として交付された新株予約権の状況
第10回新株予約権

決議年月日 2025年２月14日

保有者の区分及び人数 当社従業員等（当社役員を除く）８名
当社子会社の取締役３名

新株予約権の数 当社従業員等（当社役員を除く） 2,137個
当社子会社の取締役 1,228個

新株予約権の目的となる
株式の種類及び数

当社従業員等（当社役員を除く） 普通株式213,700株
当社子会社の取締役 普通株式122,800株

新株予約権１個あたりの発行価額 1個あたり300円

新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権１個あたり

115,780円
（１株あたり1,157.8円）

新株予約権の主な行使の条件 (注)１〜３

権利行使期間 2026年４月１日〜2035年３月31日
（注）１．新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、使用人、顧問その

他名目の如何を問わず委任、請負等の継続的な契約関係の地位にあることを要する。但し、当社が特
に行使を認めた場合はこの限りでない。

２．新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は
相続されず、本新株予約権は行使できない。

３．本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められない。
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第11回新株予約権

決議年月日 2025年２月14日
保有者の区分及び人数 当社従業員１名
新株予約権の数 800個
新株予約権の目的となる
株式の種類及び数 普通株式80,000株

新株予約権１個あたりの発行価額 1個あたり100円

新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権１個あたり

82,150円
（１株あたり821.5円）

新株予約権の主な行使の条件 (注)１〜３

権利行使期間 2025年４月１日〜2035年３月31日
（注）１．新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、使用人、顧問その

他名目の如何を問わず委任、請負等の継続的な契約関係の地位にあることを要する。但し、当社が特
に行使を認めた場合はこの限りでない。

２．新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は
相続されず、本新株予約権は行使できない。

３．本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められない。
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（3）その他新株予約権等に関する重要な事項
第８回新株予約権

決議年月日 2022年４月25日
割当先 コタエル信託
新株予約権の数 338個 (注)５
新株予約権の目的となる
株式の種類及び数 普通株式135,200株 (注)４ (注)５

新株予約権１個あたりの発行価額 100円

新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権１個あたり

323,000円
（１株あたり808円）(注)４

新株予約権の主な行使の条件 (注)１〜３
権利行使期間 2025年４月１日〜2032年４月30日
（注）１．新株予約権者は、2023年12月期から2030年12月期のいずれかの事業年度において、当社の売上高

とEBITDAが、下記（a）から(c)に定める水準を超過した場合、それぞれに定められている割合（以
下、「行使可能割合」という。）を上限として、これ以降本新株予約権を行使することができる。ただ
し、当該行使可能割合の計算により、行使可能となる本新株予約権に１個未満の端数が生じた場合に
ついては、１個未満の端数については切り捨てるものとする。

(a)2023年12月期から2025年12月期のいずれかの事業年度において、売上高が12億円を超過し、か
つ、EBITDAが３億円を超過した場合：行使可能割合 割り当てられた本新株予約権の30％

(b)2025年12月期から2027年12月期のいずれかの事業年度において、売上高が20億円を超過し、か
つ、EBITDAが６億円を超過した場合：行使可能割合 割り当てられた本新株予約権の60％

(c)2026年12月期から2030年12月期のいずれかの事業年度において、売上高が30億円を超過し、か
つ、EBITDAが10億円を超過した場合：行使可能割合 割り当てられた本新株予約権の100％
なお、上記における売上高は当社の損益計算書（連結損益計算書を作成している場合には連結損益

計算書）に記載された売上高とし、EBITDAは当社の損益計算書（連結損益計算書を作成している場
合には連結損益計算書）に記載された営業利益に、キャッシュ・フロー計算書（連結キャッシュ・フ
ロー計算書を作成している場合には連結キャッシュ・フロー計算書）に記載された減価償却費、のれ
ん償却費を加算した額を言う。また、当該売上高及びEBITDAの判定に際しては、適用される会計基
準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、損益計算書又はキャッシ
ュ・フロー計算書の数値を直接参照することが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当
社は合理的な範囲内で別途参照すべき指標を取締役会が定めることができるものとし、国際財務報告
基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取
締役会が定めるものとする。加えて、当該損益計算書に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上され
ている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前EBITDAをもって判定するものとす

2026年03月02日 19時39分 $FOLDER; 16ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 17 ―

る。
２．本新株予約権者は、上記（1）で新たに行使可能となった本新株予約権のうち、（a）から（c）各号の

条件を達成した事業年度の期末時点から起算し、１年３ヶ月経過するまでの期間はその全て、１年３
ヶ月経過後２年３ヶ月経過するまでの期間はその75%相当分、２年３ヶ月以降３年３ヶ月経過するま
での間はその50%相当分につき、新たに行使可能となった新株予約権を行使できない。ただし、上記
にかかわらず、2031年４月１日以降は、上記①において行使可能となった全ての新株予約権を行使
することができる。

３．本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社又は当社の子会社もしくは関連会社の
取締役、監査役もしくは従業員又は顧問もしくは業務委託先等の社外協力者であることを要する。た
だし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限
りではない。

４．2022年12月１日付で行った普通株式１株につき2株とする株式分割及び2024年４月１日付で行った
普通株式１株につき２株とする株式分割により「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」、「新株
予約権の行使時の払込金額」は調整されております。

５．2025年2月14日開催の取締役会において、当社発行の第８回新株予約権の一部取得及び消却につい
て決議し、2025年３月31日付けで当該新株予約権の1,662株を取得及び消却いたしました。
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４．会社役員に関する事項
（1）取締役の状況（2025年12月31日現在）

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 工藤 勉

取 締 役 荒井 裕希 事業本部長

取 締 役 平井 隆仁 経営企画室長

取 締 役 衣笠 槙吾
経営管理本部長
衣笠公認会計士事務所所長
株式会社FLIGHTS社外監査役
matsuri technologies株式会社社外監査役

取 締 役
監査等委員 今村 元太

株式会社春木家総本店取締役
今村元太公認会計士事務所所長
株式会社情報戦略テクノロジー監査役
コンパスみらい税理士法人社員

取 締 役
監査等委員 雨宮 玲於奈

株式会社スマートエージェンシー代表取締役
MRT株式会社取締役
株式会社コンフィデンス・インターワークス取締役
株式会社Grooves取締役
株式会社ナシエルホールディングス監査役
株式会社あしたのチーム取締役
アイム・ファクトリー株式会社取締役
株式会社デジライズ取締役

取 締 役
監査等委員 加藤 扶美子

株式会社KATOコンサルティング代表取締役
加藤扶美子公認会計士事務所所長
加藤扶美子税理士事務所所長
一般社団法人日本ITビジネス・プロフェッショナル協会監事

（注）１．取締役監査等委員今村元太氏、雨宮玲於奈氏及び加藤扶美子氏は、社外取締役であります。
２．当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、取締役（監査等委員を除く）からの情報収集及び重

要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能にするた
め、今村元太氏を常勤の監査等委員として選定しております。

３．当社は、取締役監査等委員今村元太氏、雨宮玲於奈氏及び加藤扶美子氏を株式会社東京証券取引所の
定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

４．取締役監査等委員今村元太氏及び加藤扶美子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に
関する相当程度の知見を有するものであります。
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（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役全員との間で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第

１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の
限度額は、法令が定める額としております。

（3）当事業年度に係る取締役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
各役員の報酬額は、独立社外取締役が出席する取締役会から授権された代表取締役社長工

藤勉が、会社の業績及び経済情勢、各人の地位、経歴、実績などを総合的に勘案して決定し
ております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内
容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合している
ことを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員の報酬等は固定報酬のみとなっており、業績連動報酬及び非金銭報酬は定めて

おりません。

② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2024年３月28日開催の定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除

く。）の報酬限度額は年額100,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）、監査等
委員である取締役の報酬限度額は、年額20,000千円以内（同株主総会終結時の社外取締役
の員数は３名。）と決議しております。
当該株主総会終結時において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、

取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名、監査等委員である取締役３名であります。
監査等委員である各取締役の報酬額は、株主総会で決議された総報酬額の範囲内において、
監査等委員である取締役の協議によって決定しております。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程については、2025年３月26日開

催の取締役会において、報酬額の決定方法を代表取締役社長の工藤勉に一任する旨を決議し
ております。
これらの権限を代表取締役社長に委任した理由は、代表取締役社長である工藤勉は、当社

全体の業績及び各取締役の業務遂行状況を詳細に把握しており、各取締役の担当事業の評価
を行い報酬を決定するに相応しいと考えたためです。
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なお、決定にあたっては、代表取締役社長の工藤勉が策定した報酬案を社外取締役に提示
し、社外取締役において会社の業績及び経済情勢等を勘案して妥当性を検証し同意を得てい
るため、取締役会の決定方針に沿うものと判断しております。
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④ 取締役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（人）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役
（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

73,605
(―)

73,605
(―) ― ― 5

(0)
取締役
（監査等委員）
（うち社外取締役）

10,200
(10,200)

10,200
(10,200) ― ― 3

(3)

（4）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間

で締結しております。被保険者が役員としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請
求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填
補される内容であり、被保険者は当社の全ての取締役であり、その保険料は全額を当社が負
担しております。
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（5）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

社外取締役（監査等委員）今村元太氏、社外取締役（監査等委員）雨宮玲於奈氏及び社
外取締役（監査等委員）加藤扶美子氏の兼職先と当社との間には特別な利害関係はありま
せん。

② 主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

③ 当事業年度における主な活動状況
区分 氏名 主な活動状況

取 締 役
（監査等委員） 今村 元太

当事業年度に開催された監査等委員会の16回全てに出席しており
ます。また、当事業年度に開催された取締役会の53回全てに出席
するとともに、その他重要な会議の全てに出席し、必要に応じ、
主に公認会計士としての専門的見地から、当社の財務及び会計に
関する発言を行っております。また、取締役及び使用人等からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状
況を調査いたしました。

取 締 役
（監査等委員） 雨宮 玲於奈

当事業年度に開催された監査等委員会の16回全てに出席しており
ます。また、取締役会の53回全てに出席し、必要に応じ、主に会
社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般の
観点から発言を行なっております。

取 締 役
（監査等委員） 加藤 扶美子

当事業年度に開催された監査等委員会の16回全てに出席しており
ます。また、当事業年度に開催された取締役会53回全てに出席
し、必要に応じ、主に公認会計士としての専門的見地から、当社
の財務及び会計に関する発言を行っております。
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５．会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称

監査法人ＦＲＩＱ

（2）報酬等の額
支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 30,000千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．会計監査人の報酬等について監査等委員会は、会計監査人の監査の実施状況及び見積時間数等による
報酬見積りの算出根拠を確認し、適切であると判断し同意しております。

（3）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認めら

れる場合、監査役の全員の同意により、これを解任いたします。また、監査等委員会は、会
計監査人の職務執行に支障がある場合等、その他必要があると判断した場合には、株主総会
に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決
定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
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６．会社の体制及び方針
（業務の適正を確保するための体制）
当社グループは、経営の適正性の確保、透明性の向上及びコンプライアンス遵守の経営を徹

底するため、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役会において「内部統制システム構築
の基本方針」を定めております。

（1）当社及び子会社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制

① 全ての役職員は職務の執行にあたって関係法令、社会規範及び社内諸規程等を遵守する
ことを徹底する。

② 法令違反行為を早期に発見、是正するため、これらの行為を発見した場合に会社へ情報
提供するための内部通報体制を構築する。

③ 取締役会は、法令、定款及び社内諸規程に基づき、経営に関する重要事項を決定すると
ともに、取締役の職務執行を監督する。

④ 監査等委員は、法令の定める権限を行使するとともに、取締役の職務執行を監査する。
⑤ 職務執行が法令、定款及び社内諸規程に適合することを確保するため、内部監査担当が
当社及び子会社の内部監査を実施する。

（2）取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
① 取締役会の議事録、並びに稟議書その他取締役の職務執行に係る重要な書類について
は、法令及び文書管理規程の定めに基づき適切に管理する。

② 取締役は、いつでも、前項の情報を閲覧することができる。

（3）当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 損失の危険に対処するため、当社及び子会社の社内諸規程を整備し、適宜適切に見直し
を行う。

② 取締役会、経営会議等において、業務執行に関わる重要な情報の共有を行い、当社及び
子会社におけるリスクの早期発見と未然防止に努める。

③ 不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を責任者として、全社的な対策を検討
する。

（4）当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
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① 取締役会は原則として毎月１回開催する他、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役
会を開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保する。

② 職務執行に関する権限及び責任は、業務分掌規程、組織規程、職務権限規程等において
明文化し、適宜適切に見直しを行う。

③ 業務管理については、事業計画を定め、会社として達成するべき目標を明確化し、月次
決算において達成状況を確認・検証し、その対策を立案・実行する。

（5）企業集団における業務の適正性確保のための体制を整備するため、次の措置をとる。
① 当社は、グループ会社全体としてのグループ社員行動憲章を策定し、従業員全員への浸
透を図る。グループ会社の各取締役は、全社にこれを認識させるとともに、自ら率先して
憲章に従い行動する。

② グループ会社の取締役、従業員は、グループ各社における重大な法令違反その他リスク
に関する重要な事実を発見した場合は、経営管理本部長に報告し、経営管理本部長は代表
取締役社長に報告する。経営管理本部長は代表取締役社長の指示のもと、報告された事実
についての調査を指揮・監督し、必要と認める場合、適切な対策を決定する。また必要に
応じて、代表取締役社長は取締役会に、経営管理本部長は監査等委員会に報告する。

③ 経営管理本部長は、グループ会社が適切な内部統制システムの整備を行うよう指導す
る。

（6）子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
その他当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

① 当社グループにおけるリスク管理、コンプライアンス管理及び内部監査については互い
に緊密な連携をとり進め、業務遂行を行う。

② 当社グループは、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性の確保及び関連法規の遵守
のために、内部統制の充実を図るとともに、より有効に機能させるために、評価、維持及
び改善等を行う。

③ 当社は、子会社の経営に関して、その自主性を尊重しつつ、子会社における重要事項の
決定に関して、必要に応じて当社の役員又は使用人を子会社の取締役又は監査役として派
遣し、適切な監督、監査を行う。

（7）監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人
に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該使
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用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
① 取締役会は、監査等委員会の求めにより必要に応じて監査等委員会の業務補助を行う使
用人を置くこととし、その人事については、取締役と監査等委員会が協議を行う。

② 監査等委員会から監査業務に必要な指示を受けた使用人は、その指示に関する限りにお
いては、取締役の指揮命令を受けないものとする。

③ 当該使用人が補助業務対応を行うための十分な時間を確保できるように配慮します。

（8）当社の取締役（監査等委員である者を除く）及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査
役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関
する体制、並びに当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受
けないことを確保するための体制

① 当社の取締役（監査等委員である者を除く）及び使用人並びに子会社の取締役、監査役
及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、法令に違反する事実、会社に著しい損
害を与えるおそれのある事実を発見したときは、監査等委員会に対して当該事実に関する
事項を速やかに報告する。

② 当社の取締役（監査等委員である者を除く）及び使用人並びに子会社の取締役、監査役
及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、監査等委員会の要請に応じて、職務執
行の状況等について速やかに報告する。

③ 当社は、監査等委員会への報告を行った当社及び当社子会社の取締役、監査役及び使用
人に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その
旨を当社及び当社子会社の取締役、監査役及び使用人に周知徹底する。

④ 内部通報制度の窓口を外部に設置する。内部通報制度を利用した者の秘匿性を確保し、
内部通報制度を利用したことを理由として不利益な取扱をしない。また、内部通報制度の
外部窓口は提供された情報を経営管理本部長又は常勤監査等委員に報告する体制を整備す
る。

（9）監査等委員会の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をし

たときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当
該費用又は債務を処理する。
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（10）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社及び子会社の取締役（監査等委員であるものを除く）は、監査等委員会が会計監査人

及び内部監査人と面談できる環境、必要に応じて意見交換等を行える環境を整備する。

（11）財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制が有効に行われる体

制を構築し、内部統制システムの整備及び運用を行うとともに、その仕組みが適正に機能す
ることを継続的に評価し、必要な是正を行う。

（12）反社会的勢力を排除するための体制
反社会的勢力対策規程において基本方針を定め、反社会的勢力との一切の関係を遮断す

る。また、不当な要求等を受けた場合には、毅然とした姿勢で組織的に対応し、いかなる場
合においても、反社会的勢力との取引を行わず、金銭その他の経済的利益を提供しない。
（業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要）
当社グループは、上記の内部統制システムの整備を行い、運用状況のモニタリングを実施

し、当社及び子会社の取締役会がその内容を確認することで必要に応じて社内の諸規程及び業
務の見直しを実施し、内部統制システムの実効性を向上させております。
また、常勤監査等委員は、監査等委員会監査の他、管理職者の面談や社内の重要な会議への

出席等を通じて、業務執行の状況やコンプライアンスに関するリスクを監視できる体制を整備
しております。

（株式会社の支配に関する基本方針）
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針につい

ては、特に定めておりません。

（剰余金の配当等の決定に関する方針）
当社は現在成長過程にあり、内部留保の充実が重要であると考え、会社設立以来配当は実施

しておりません。当社は株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しておりますが、
内部留保の充実を図り、収益力強化や事業基盤整備のための投資に充当することにより、なお
一層の事業拡大を目指すことが、将来において安定的かつ継続的な利益還元につながるものと
考えております。
内部留保資金につきましては、財務体質の強化を図るとともに、今後予想される経営環境の

変化に対応すべく、将来の事業展開のための財源として利用していく予定であります。
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将来的には、経営成績及び財政状態を勘案しながら株主への利益配分を検討しますが、配当
実施の可能性及びその実施時期については現時点において未定であります。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告に記載されている金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結財政状態計算書
2025年12月31日現在

（単位：千円）
科目 金額 科目 金額

（資産の部） （負債の部）
流動資産 11,476,403 流動負債 7,801,293

現金及び現金同等物 8,086,077 営業債務及びその他の債務 757,157
営業債権及びその他の債権 2,152,543 契約負債 595,711
その他の金融資産 147,130 短期借入金 266,676
その他の流動資産 1,090,651 １年内返済予定の長期借入金 3,369,730

リース負債 107,042
未払法人所得税 334,278
その他の金融負債 646,696
その他の流動負債 1,723,999

非流動資産 14,975,841 非流動負債 11,910,266
有形固定資産 459,380 長期借入金 9,025,182
のれん 12,101,734 リース負債 272,378
無形資産 203,203 繰延税金負債 14,901
その他の金融資産 873,598 その他の金融負債 2,576,704
繰延税金資産 1,328,944 引当金 21,099
その他の非流動資産 8,979 負債合計 19,711,559

（資本の部）
親会社の所有者に帰属する持分 7,543,336
資本金 57,521
資本剰余金 5,244,591
利益剰余金 2,597,640
自己株式 △356,417

非支配持分 △802,650
資本合計 6,740,685

資産合計 26,452,244 負債・資本合計 26,452,244
（注） 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書
自 2025
至 2025

年
年

１
12

月
月

１
31

日
日

（単位：千円）
科目 金額

売上収益 11,937,987
売上原価 4,812,651
売上総利益 7,125,336
販売費及び一般管理費 5,254,195
その他の収益 2,982,509
その他の費用 2,544,161

営業利益 2,309,488
金融収益 42,156
金融費用 248,501

税引前当期利益 2,103,143
法人所得税費用 599,075
当期利益 1,504,067

当期利益の帰属
親会社の所有者 1,450,235
非支配持分 53,832

当期利益 1,504,067

（注） 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結持分変動計算書
自 2025
至 2025

年
年

１
12

月
月

１
31

日
日

（単位：千円）
親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 合計
当期首残高 27,910 5,485,614 1,147,405 △485 6,660,445

当期利益 1,450,235 1,450,235
その他の包括利益

当期包括利益 1,450,235 1,450,235
新株予約権の発行 2,929 2,929
自己株式の取得 △355,932 △355,932
新株予約権の行使 29,611 24,568 54,179
非支配株主へ付与された
プット・オプション 378,249 378,249
支配継続子会社に対する
持分変動 △646,770 △646,770

企業結合による変動
所有者との取引額等合計 29,611 △241,023 △355,932 △567,344
当期末残高 57,521 5,244,591 2,597,640 △356,417 7,543,336

非支配持分 資本合計

当期首残高 △623,746 6,036,699
当期利益 53,832 1,504,067
その他の包括利益 −

当期包括利益 53,832 1,504,067
新株予約権の発行 2,929
自己株式の取得 △355,932
新株予約権の行使 54,179
非支配株主へ付与された
プット・オプション △245,612 132,637
支配継続子会社に対する
持分変動 △153,229 △800,000

企業結合による変動 166,104 166,104
所有者との取引額等合計 △232,737 △800,081
当期末残高 △802,650 6,740,685

（注）記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結計算書類の作成基準

連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国際会計基準（以下、
「ＩＦＲＳ」という。）に準拠して作成しております。なお、本連結計算書類は同項後段の
規定により、ＩＦＲＳで求められる開示事項の一部を省略しております。

（2）連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の数・・・・・・・・・・14社

② 主要な連結子会社の名称
・株式会社SAKIYOMI
・CRAFT株式会社
・株式会社JITT
・株式会社マイクロウェーブクリエイティブ
・株式会社BINKS
・ラグナロク株式会社
・株式会社SpinFlow
・株式会社BUZZ
・株式会社ゼロタス
・株式会社Ciel Zero
・株式会社SmartContact
・株式会社デイトラ
・株式会社Real us
・株式会社ブイスト

③ 連結の範囲の変更
・株式会社ゼロタス、株式会社Ciel Zero、株式会社SmartContact、株式会社デイ
トラ、株式会社Real us、株式会社ブイストについては、当連結会計年度において
新たに株式を取得したため、連結の範囲に含めております。
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（3）持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

（4）連結子会社の事業年度等に関する事項
該当事項はありません。

（5）会計方針に関する事項
①金融資産
（ⅰ）当初認識及び測定

当社グループは、金融資産について、純損益又はその他の包括利益を通じて公正価値
で測定する金融資産、償却原価で測定する金融資産に分類しております。この分類は、
当初認識時に決定しております。
当社グループは、金融資産に関する契約の当事者となった取引日に当該金融商品を認

識しております。
全ての金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する区分に分類される場合を除

き、公正価値に取引費用を加算した金額で測定しております。
金融資産は、以下の要件をともに満たす場合には、償却原価で測定する金融資産に分

類しております。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事
業モデルに基づいて、資産が保有されている。

・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャ
ッシュ・フローが特定の日に生じる。

償却原価で測定する金融資産以外の金融資産は、公正価値で測定する金融資産に分類
しております。
公正価値で測定する資本性金融資産については、純損益を通じて公正価値で測定しな

ければならない売買目的で保有される資本性金融資産を除き、個々の資本性金融資産ご
とに、純損益を通じて公正価値で測定するか、その他の包括利益を通じて公正価値で測
定するかを指定し、当該指定を継続的に適用しております。

（ⅱ）事後測定
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金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しております。
(a）償却原価で測定する金融資産

償却原価で測定する金融資産については、実効金利法による償却原価により測定して
おります。

(b）公正価値で測定する金融資産
公正価値で測定する金融資産の公正価値の変動額は純損益として認識しております。
ただし、資本性金融資産のうち、その他の包括利益を通じて公正価値で測定すると指

定したものについては、公正価値の変動額はその他の包括利益として認識しておりま
す。なお、当該金融資産からの配当金については、金融収益の一部として当期の純損益
として認識しております。

（ⅲ）金融資産の認識の中止
当社グループは、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅す

る、又は当社グループが金融資産の所有のリスクと経済価値のほとんど全てを移転する
場合において、金融資産の認識を中止しております。当社グループが、移転した当該金
融資産に対する支配を継続している場合には、継続的関与を有している範囲において、
資産と関連する負債を認識いたします。

（ⅳ）金融資産の減損
償却原価で測定する金融資産については、予想信用損失に対する貸倒引当金を認識し

ております。
当社グループは、期末日ごとに各金融資産に係る信用リスクが当初認識時点から著し

く増加しているかどうかを評価しており、当初認識時点から信用リスクが著しく増加し
ていない場合には、12ヶ月の予想信用損失を貸倒引当金として認識しております。一
方で、当初認識時点から信用リスクが著しく増加している場合には、全期間の予想信用
損失と等しい金額を貸倒引当金として認識しております。
契約上の支払の期日経過が30日超である場合には、原則として信用リスクの著しい

増大があったものとしておりますが、信用リスクが著しく増加しているか否かの評価を
行う際には、期日経過情報のほか、当社グループが合理的に利用可能かつ裏付け可能な
情報（内部格付、外部格付等）を考慮しております。
なお、金融資産に係る信用リスクが期末日現在で低いと判断される場合には、当該金
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融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していないと評価しております。
ただし、重要な金融要素を含んでいない営業債権及び契約資産については、信用リス

クの当初認識時点からの著しい増加の有無にかかわらず、常に全期間の予想信用損失と
等しい金額で貸倒引当金を認識しております。
予想信用損失は、契約に従って企業に支払われるべき全ての契約上のキャッシュ・フ

ローと、企業が受け取ると見込んでいる全てのキャッシュ・フローとの差額の現在価値
として測定しております。
当社グループは、金融資産の予想信用損失を、以下のものを反映する方法で見積って

おります。
・一定範囲の生じ得る結果を評価することにより算定される、偏りのない確率加重金
額

・貨幣の時間価値
・過去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予測についての、報告日において過
大な費用や労力を掛けずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報

著しい景気変動等の影響を受ける場合には、上記により測定された予想信用損失に、
必要な調整を行うこととしております。
当社グループは、ある金融資産の全体又は一部分を回収するという合理的な予想を有

していない場合には、金融資産の総額での帳簿価額を直接減額しております。
金融資産に係る貸倒引当金の繰入額は、純損益で認識しております。貸倒引当金を減

額する事象が生じた場合は、貸倒引当金戻入額を純損益で認識しております。

（ⅴ）金融資産及び金融負債の表示
金融資産及び金融負債は、当社グループが残高を相殺する法的権利を有し、かつ純額で

決済するか又は資産の実現と負債の決済を同時に行う意図を有する場合にのみ、連結財政
状態計算書上で相殺し、純額で表示しております。

②金融負債
(ⅰ)当初認識及び測定

当社グループは、金融負債について、純損益を通じて公正価値で測定する金融負債と
償却原価で測定する金融負債のいずれかに分類しております。この分類は、当初認識時
に決定しております。
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当社グループは、発行した負債証券を、その発行日に当初認識しております。その他
の金融負債は、全て、当該金融商品の契約の当事者になる取引日に当初認識しておりま
す。
すべての金融負債は公正価値で当初測定しておりますが、償却原価で測定する金融負

債については、直接帰属する取引費用を控除した金額で測定しております。
なお、非支配持分の所有者に付与している子会社株式の売建プット・オプション及び

非支配株主と締結した先渡契約に係る負債については、将来キャッシュ・フローを割り
引く方法により算定した償還金額の現在価値を金融負債として認識するとともに、当初
認識後の変動については純損益として認識しています。

(ⅱ)事後測定
金融負債の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しております。
(a) 純損益を通じて公正価値で測定する金融負債

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債については、売買目的保有の金融負債
と当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定すると指定した金融負債を含んでお
り、当初認識後公正価値で測定し、その変動については当期の純損益として認識して
おります。

(b) 償却原価で測定する金融負債
償却原価で測定する金融負債については、当初認識後実効金利法による償却原価で

測定しております。
実効金利法による償却及び認識が中止された場合の利得及び損失については、金融

費用の一部として当期の純損益として認識しております。

(ⅲ)金融負債の認識の中止
当社グループは、金融負債が消滅したとき、すなわち、契約中に特定された債務が免

責、取消し、又は失効となった時に、金融負債の認識を中止しております。

③有形固定資産
有形固定資産については、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した価

額で表示しております。
取得原価には、資産の取得に直接関連する費用、解体・除去及び土地の原状回復費用、及
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び資産計上すべき借入費用が含まれております。
土地及び建設仮勘定以外の各資産の減価償却費は、それぞれの見積耐用年数にわたり、定

額法で計上されております。主要な資産項目ごとの見積耐用年数は以下のとおりです。
・建物及び構築物 ３年−50年
・工具器具及び備品 ３年−10年
なお、見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更があ

った場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。

④のれん
子会社の取得の企業結合により生じたのれんは無形資産に計上しております。当社グルー

プは、のれんを取得日時点で測定した被取得企業に対する非支配持分の認識額を含む譲渡対
価の公正価値から、取得日時点における識別可能な取得資産及び引受負債の純認識額（通
常、公正価値）を控除した額として当初測定しております。
のれんの償却は行わず、毎期又は減損の兆候が存在する場合にはその都度、減損テストを

実施しております。
のれんの減損損失は連結損益計算書において認識され、その後の戻入れは行っておりませ

ん。
また、のれんは連結財政状態計算書において、取得原価から減損損失累計額を控除した価

額で表示しております。

⑤無形資産
個別に取得した無形資産は、当初認識時に取得原価で測定しております。企業結合で取得

した無形資産は、取得日現在における公正価値で測定しております。当初認識後は、取得原
価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額で表示しております。
無形資産は、当初認識後、耐用年数を確定できない無形資産を除いて、それぞれの見積耐

用年数にわたって定額法で償却され、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除し
た価額で表示しております。主要な無形資産の見積耐用年数は以下のとおりです。
・ソフトウェア ５年
・顧客関連資産 ３年
なお、見積耐用年数、残存価額及び償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更があった

場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。
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⑥リース
契約の開始時に、当該契約がリース又はリースを含んだものであるのかどうかを判定して

おります。契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移
転する場合には、当該契約はリースであるか又はリースを含んでおります。
借手としてのリース
リースの開始日において、使用権資産及びリース負債を認識しております。使用権資産は

開始日において取得原価で測定しております。開始日後においては、原価モデルを適用し、
取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除して測定しております。原資産の所
有権がリース期間の終了時までに借手に移転する場合又は、使用権資産の取得原価が購入オ
プションを行使することを反映している場合には、使用権資産を開始日から原資産の耐用年
数の終了時まで、定額法により減価償却しております。それ以外の場合は、開始日から使用
権資産の耐用年数又はリース期間の終了時のいずれか早い時まで減価償却しております。リ
ース期間は、リースの解約不能期間に、行使することが合理的に確実な延長オプション又は
行使しないことが合理的に確実な解約オプションの期間を加えて決定しております。
リース負債は、開始日において同日現在で支払われていないリース料を割り引いた現在価

値で測定しております。通常、追加借入利子率を割引率として用いております。開始日後に
おいては、リース負債に係る金利や、支払われたリース料を反映するようにリース負債の帳
簿価額を増減しております。リース負債を見直した場合又はリースの条件変更が行われた場
合には、リース負債を再測定し使用権資産を修正しております。
なお、短期リース及び少額資産のリースについてIFRS第16号「リース」第６項を適用し、

リース料をリース期間にわたり定額法により費用認識しております。

⑦非金融資産の減損
繰延税金資産を除く当社グループの非金融資産の帳簿価額は、期末日ごとに減損の兆候の

有無を判断しております。減損の兆候が存在する場合は、当該資産の回収可能価額を見積っ
ております。のれん及び耐用年数を確定できない、又は未だ使用可能ではない無形資産につ
いては、減損の兆候の有無にかかわらず回収可能価額を毎年同じ時期に見積っております。
資産又は資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と処分費用控除後の公正価値のうちい

ずれか高い方の金額としております。
使用価値の算定において、見積将来キャッシュ・フローは、貨幣の時間的価値及び当該資
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産に固有のリスクを反映した税引前割引率を用いて現在価値に割り引いております。
見積将来キャッシュ・フローの算定においては、翌連結会計年度以降の事業計画を基礎と

しております。当該事業計画における主要な仮定は主要な事業ごとの売上収益及び売上総利
益であります。当該見積りについては、将来の不確実な経済状況によって影響を受ける可能
性があり、見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合には、減損損失の計上が必要
となり、翌事業年度の連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。
減損テストにおいて個別にテストされない資産は、継続的な使用により他の資産又は資産

グループのキャッシュ・インフローから、概ね独立したキャッシュ・インフローを生成する
最小の資金生成単位に統合しております。のれんの減損テストを行う際には、のれんが配分
される資金生成単位を、のれんが関連する最小の単位を反映して減損がテストされるように
統合しております。企業結合により取得したのれんは、結合のシナジーが得られると期待さ
れる資金生成単位に配分しております。
当社グループの全社資産は、独立したキャッシュ・インフローを生成いたしません。全社

資産に減損の兆候がある場合、全社資産が帰属する資金生成単位の回収可能価額を決定して
おります。
減損損失は、資産又は資金生成単位の帳簿価額が見積回収可能価額を超過する場合に純損

益として認識しております。資金生成単位に関連して認識した減損損失は、まずその単位に
配分されたのれんの帳簿価額を減額するように配分し、次に資金生成単位内のその他の資産
の帳簿価額を比例的に減額しております。
のれんに関連する減損損失は戻入れておりません。その他の資産については、過去に認識

した減損損失は、毎期末日において損失の減少又は消滅を示す兆候の有無を評価しておりま
す。回収可能価額の決定に使用した見積りが変化した場合は、減損損失を戻入れておりま
す。減損損失は、減損損失を認識しなかった場合の帳簿価額から必要な減価償却費及び償却
額を控除した後の帳簿価額を上限として戻入れております。

⑧従業員給付
短期従業員給付については、割引計算は行わず、従業員が関連する勤務を提供した時点で

費用処理しております。
賞与及び有給休暇費用については、それらを支払う法的もしくは推定的な債務を負ってお

り、信頼性のある見積りが可能な場合に、それらの制度に基づいて支払われると見積られる
額を負債として認識しております。
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⑨株式に基づく報酬
当社は、持分決済型の株式に基づく報酬制度として、ストック・オプション制度を採用し

ております。ストック・オプションは、付与日における公正価値によって見積り、最終的に
権利確定すると予想されるストック・オプションの数を考慮した上で、権利確定期間にわた
って費用として連結損益計算書において認識し、同額を連結財政状態計算書において資本の
増加として認識しております。付与されたオプションの公正価値は、オプションの諸条件を
考慮し、ブラック・ショールズ・モデル等を用いて算定しております。また、条件について
は定期的に見直し、必要に応じて権利確定数の見積りを修正しております。

⑩引当金
引当金は、過去の事象の結果として、当社グループが、現在の法的又は推定的債務を有し

ており、当該債務を決済するために経済的資源の流出が生じる可能性が高く、当該債務の金
額について信頼性のある見積りができる場合に認識しております。貨幣の時間的価値が重要
な場合には、見積将来キャッシュ・フローを貨幣の時間的価値及び当該負債に特有のリスク
を反映した税引前の利率を用いて現在価値に割り引いております。時の経過に伴う割引額の
割戻しは金融費用として認識しております。

⑪収益
当社グループでは、IFRS第９号「金融商品」に基づく利息及び配当収益等を除く顧客との

契約について、以下のステップを適用することにより、収益を認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ５：履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する。

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業領域における主な
履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以
下のとおりである。
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Marketing事業領域における収益
（1）DXコンサルティングサービス等の人的役務提供による収益

当社グループでは、DX推進による顧客のマーケティング戦略の立案支援・マーケティ
ング施策実行・改善支援のサービスを提供することを履行義務として識別しております。
これらのサービスはその提供期間にわたり履行義務が充足されるため、当該期間で収益

を認識しております。
（2）動画商材等のマーケティングデジタルコンテンツ提供による収益

当社グループでは、SNS運用、Webデザインや制作、動画編集等のデジタルマーケテ
ィングスキル教育のオンラインサービスにおいて、教材デジタルコンテンツ販売及びそれ
らに付随して人的なナレッジ提供を行うことを履行義務として識別しております。
これらのサービスは、デジタルコンテンツの販売時点で履行義務が充足されるため、一

時点で収益を認識しております。また、付随する人的なナレッジ提供については、サービ
スの提供期間にわたり履行義務が充足されるため、当該期間で収益を認識しております。

AI・Technology事業領域における収益
（1）システム開発支援等サービスの提供による収益

当社グループでは、エンジニア常駐型のシステム開発支援サービスや顧客の開発チーム
内製化支援サービスを提供することを履行義務として識別しております。
これらのサービスはその提供期間にわたり履行義務が充足されるため、当該期間で収益

を認識しております。
（2）AI・DXリスキリング等サービスの提供による収益

当社グループでは、顧客企業の従業員向けにAI/DXスキルの習得を目指すオンラインの
人材研修サービスの提供や、当該人材研修サービスの提供に係る一連の事務局サービスの
提供を行うことを履行義務として識別しております。
これらのサービスは、人材研修サービス及び事務局サービスの提供時点で履行義務が充

足されるため、一時点で収益を認識しております。

⑫金融収益及び金融費用
金融収益は、主として受取利息、受取配当金等から構成されております。受取利息は、実

効金利法により発生時に認識しております。受取配当金は、配当を受取る権利が確定した時
点で認識しております。
金融費用は、主として支払利息から構成されております。支払利息は、実効金利法により
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発生時に認識しております。

⑬法人所得税
法人所得税費用は、当期税金及び繰延税金から構成されております。これらは、その他の

包括利益又は資本に直接認識される項目から生じる場合、及び企業結合から生じる場合を除
き、純損益として認識しております。
当期税金は、税務当局に対する納付又は税務当局からの還付が予想される金額で測定して

おります。税額の算定に使用する税率及び税法は、期末日までに制定又は実質的に制定され
ているものです。
繰延税金は、期末日における資産及び負債の税務基準額と会計上の帳簿価額との差額であ

る一時差異、繰越欠損金及び繰越税額控除に対して認識しております。
なお、以下の一時差異に対しては、繰延税金資産及び負債を認識しておりません。
・のれんの当初認識から生じる一時差異
・企業結合取引を除く、会計上の利益にも税務上の課税所得（欠損金）にも影響を与えな
い取引によって発生する資産及び負債の当初認識により生じる一時差異

・子会社に対する投資に係る将来減算一時差異に関しては、予測可能な将来に当該一時差
異が解消しない可能性が高い場合、又は当該一時差異の使用対象となる課税所得が稼得
される可能性が低い場合

・子会社に対する投資及び共同支配の取決めに対する持分に係る将来加算一時差異に関し
ては、一時差異の解消する時期をコントロールすることができ、予測可能な期間内に当
該一時差異が解消しない可能性が高い場合、繰延税金負債は原則として全ての将来加算
一時差異について認識され、繰延税金資産は将来減算一時差異を使用できるだけの課税
所得が稼得される可能性が高い範囲内で、全ての将来減算一時差異について認識してお
ります。

繰延税金資産の帳簿価額は毎期見直され、繰延税金資産の全額又は一部が使用できるだけ
の十分な課税所得が稼得されない可能性が高い部分については、帳簿価額を減額しておりま
す。未認識の繰延税金資産は毎期見直され、将来の課税所得により繰延税金資産が回収され
る可能性が高くなった範囲内で認識しております。
当社グループは、将来に獲得される課税所得の見積りに際して、翌連結会計年度以降の事

業計画を基礎としており、当該事業計画における主要な仮定は主要な事業ごとの売上収益及
び売上総利益であります。当該見積りについては、将来の不確実な経済状況によって影響を
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受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の金額が見積りと異なった場合、翌事業年度
以降の連結計算書類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性がありま
す。
繰延税金資産及び負債は、期末日において制定されている、又は実質的に制定されている

税率及び税法に基づいて、資産が実現する期間又は負債が決済される期間に適用されると予
想される税率及び税法によって測定しております。
繰延税金資産及び負債は、当期税金資産と当期税金負債を相殺する法律上強制力のある権

利を有しており、かつ同一の税務当局によって同一の納税主体に課されている場合又は別々
の納税主体であるものの当期税金負債と当期税金資産とを純額で決済するか、あるいは資産
の実現と負債の決済を同時に行うことを意図している場合に相殺しております。

⑭外貨換算
外貨建取引は、取引日の為替レートで当社グループの各社の機能通貨に換算しておりま

す。
期末日における外貨建貨幣性資産及び負債は、期末日の為替レートで機能通貨に換算して

おります。
公正価値で測定される外貨建非貨幣性資産及び負債は、当該公正価値の算定日における為

替レートで機能通貨に換算しております。
換算又は決済により生じる換算差額は、純損益として認識しております。ただし、在外営

業活動体に対する純投資のヘッジ手段として指定された金融商品、その他の包括利益を通じ
て公正価値で測定される金融資産、及びキャッシュ・フロー・ヘッジから生じる換算差額に
ついては、その他の包括利益として認識しております。
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2.会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産の回収可能性
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 1,328,944千円
（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法
繰延税金資産は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の収益力に

基づく課税所得の見積りに基づき、回収可能性があると判断された範囲内で計上しており
ます。
② 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
将来の収益力に基づく課税所得の見積りは、翌連結会計年度以降の事業計画を基礎とし

ており、当該事業計画における主要な仮定は、主要な事業ごとの売上高及び全社の売上総
利益であります。
③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
当該見積りは、将来の不確実な経済状況によって影響を受ける可能性があり、実際に発

生した課税所得の金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、
繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

のれんの評価
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

のれん 12,101,734千円
（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法
「1.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 (5)会計方針

に関する事項 ③のれん、及び⑥非金融資産の減損」に記載のとおり、のれんについては
毎期又は減損の兆候が存在する場合、減損テストにより評価を実施しております。

② 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
「1.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等(5)会計方針に

関する事項 ⑥非金融資産の減損」に記載のとおり、減損テストには、翌連結会計年度以
降の事業計画を使用しており、当該事業計画における主要な仮定は主要な事業ごとの売
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上収益及び売上総利益であります。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
事業計画や市場環境の変化により、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じ

た場合には、減損損失の計上が必要となり、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影
響を与える可能性があります。

3．連結財政状態計算書に関する注記
（1）担保に供している資産

（差入資産の種類）

関係会社株式（注） 5,041,832千円
（注）連結財政状態計算書上においては、相殺消去されております。

上記、担保資産に対応する債務は以下のとおりであります。

長期借入金(注) 2,872,304千円
(注)１年内に返済期限が到来する長期借入金を含めて表示しております。

（2）資産から直接控除した貸倒引当金
営業債権及びその他の債権 59,267千円
その他の金融資産 2,272千円

（3）有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額 294,885千円

（4）財務制限条項
当社グループの借入金のうち、78,185千円については財務制限条項が付されており、

次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2022年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における借入人の単体の貸
借対照表における純資産の部の金額を、2021年12月期決算と直前の事業年度の決算期
末日の貸借対照表における純資産の部のいずれか高い方の合計金額の50%以上とするこ
と。

② 各年度の決算期における借入人の単体の損益計算書に示される税引後当期損益が、
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2022年12月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して50,000,000円以上の損失
とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2022年12月決
算期およびその直後の期の決算を対象として行われる。

当社グループの借入金のうち、276,541千円については財務制限条項が付されており、
次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2022年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における借入人の単体及び
連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、それぞれ2021年12月期決算と直前の
事業年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部のいずれか高い方の合計金額の
50％以上とすること。

② 各年度の決算期における借入人の単体及び連結の損益計算書において、以下計算式に示
されるEBITDAが、それぞれ2022年12月期を初同とし、以降の決算期につき2期連続し
て損失とならないようにすること。

（計算式）EBITDA =営業利益十減価償却費十のれん償却費
③ 各年度の決算期における借入人の単体及び連結の報告書において、以下計算式に示され
る債務償還年数が、それぞれ2022年12月期を初回とし、以降の決算期につき20年以下
とならないようにすること。

（計算式）
(i)ある事業年度末日における有利子負債から同事業年度末日における現預金及び運転資
金を控除した金額を、(ii)当該事業年度における営業利益に同事業年度における減価償却
費及びのれん償却費を足し戻した数値で除した数値をいう。なお、上記において運転資
金とは、下記の計算式により算定される金額をいう。
運転資金＝売掛金・受取手形十前渡金十棚卸資産一買掛金・支払手形

当社グループの借入金のうち、263,339千円については財務制限条項が付されており、
次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照
表において、純資産の部の合計額を、2021年12月決算期の年度決算期の末日における
純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大
きい方の75％以上に維持すること。

② 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照
表において、純資産の部の合計額を、2021年12月決算期の年度決算期の末日における
純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大
きい方の50％以上に維持すること。

③ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算
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書において、経常損失を計上した場合、翌期の中間決算期又は翌期の決算期の末日にお
ける借入人の単体の損益計算書において、いずれか片方においても経常損失を計上しな
いこと（いずれかにおいて経常損失を計上した場合には、本号に抵触したものとする。）。

④ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算
書において、経常損失を計上した場合、翌期の中間決算期及び翌期の決算期の末日にお
ける借入人の単体の損益計算書において、両者とも経常損失の計上としないこと（両者
とも経常損失を計上した場合に、本号に抵触したものとする。）。

⑤ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算
書において、経常損失を計上した場合、翌期の中間決算期及び翌々期の中間決算期の末
日における借入人の単体の損益計算書において、両者とも経常損失の計上としないこと
（両者とも経常損失を計上した場合に、本号に抵触したものとする。）。
⑥ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算
書において、経常損失を計上した場合、翌期の決算期及び翌々期の中間決算期の末日に
おける借入人の単体の損益計算書において、両者とも経常損失の計上としないこと（両
者とも経常損失を計上した場合に、本号に抵触したものとする。）。

⑦ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算
書において、経常損失を計上した場合、翌期の決算期及び翌々期の決算期の末日におけ
る借入人の単体の損益計算書において、両者とも経常損失の計上としないこと（両者と
も経常損失を計上した場合に、本号に抵触したものをする。）

当社グループの借入金のうち、382,262千円については財務制限条項が付されており、次
の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2023年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における借入人の単体およ
び連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、それぞれ2022年12月期決算と直前
の事業年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部のいずれか高い方の合計金額
の50%以上とすること。

② 各年度の決算期における借入人の単体および連結の損益計算書において、以下計算式に
示されるEBITDAが、それぞれ2023年12月期を初同とし、以降の決算期につき2期連続
して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2023
年12月決算期およびその直後の期の決算を対象として行われる。
(計算式)
EBITDA =営業利益十減価償却費十のれん償却費

③ 各年度の決算期における借入人の単体および連結の報告書において、以下計算式に示さ
れる債務償還年数が、それぞれ2023年12月期を初回とし、以降の決算期につき20年以
上とならないようにすること。
(計算式)
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(i)ある事業年度末日における有利子負債から同事業年度末日における現預金および運転
資金を控除した金額を、(ii)当該事業年度における営業利益に同事業年度における減価償
却費およびのれん償却費を足し戻した数値で除した数値をいう。なお、上記において運
転資金とは、下記の計算式により算定される金額をいう。運転資金=売掛金・受取手形
十前渡金十棚卸資産一買掛金・支払手形

当社グループの借入金のうち、1,514,591千円については財務制限条項が付されており、
次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 利益維持

2023年12月期以降の各決算期について、借入人の連結損益計算書の本業営業利益が
赤字になった場合には、当該翌決算期末における借入人の連結損益計算書の本業営業利
益が赤字となる状態を生じさせないこと。

（注）本業営業利益＝営業利益−その他収益＋その他の費用
② ネット・レバレッジ・レシオ

2024年12月末日に終了する決算期及びそれ以降の各決算期における借入人の連結損
益計算書のネット・レバレッジ・レシオを6倍以下に維持すること。

（注）ネット・レバレッジ・レシオ＝（有利子負債−現預金）/ EBITDA
有利子負債＝短期借入金＋1年以内返済長期借入金＋1年以内償還社債＋長期借入金
＋社債（新株予約権付社債を含む）−本ブリッジローン貸付未払金

EBITDA＝営業利益＋減価償却費（リース減価償却費を含む）＋のれん償却費＋その
他償却費＋のれんの減損 なお、減価償却費、のれん償却費は営業利益から控除さ
れているものに限る。

③ 純資産維持
2023年12月期以降の各決算期末の借入金の連結貸借対照表の調整後純資産を、直前

の決算期末における連結貸借対照表上の調整後純資産又は2023年12月期における貸借
対照表上の調整後純資産のいずれか大きい金額の50％以上に維持すること。

（注）調整後純資産＝純資産＋資本剰余金減少額（アーンアウトや追加株式取得分）

当社グループの借入金のうち、293,226千円については財務制限条項が付されており、
次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 借入人の単体及び連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の
決算期末日の金額又は2023年12月期末の金額のいずれか大きいほうの60％以上に維持
すること。

② 2024年12月期以降、借入人の単体及び連結の損益計算書上の営業損益につき2期連続
して損失を計上しないこと（ただし、中間期は含まない）
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③ 2024年12月期以降、借入人の各決算期の連結の貸借対照表及び損益計算書において、
以下の計算式で示される債務償還年数が10年以上とならないようにすること。

（計算式）
A（有利子負債−運転資金−月商1.5か月分を上限とする現預金）÷B（営業利益＋減価
償却費＋その他償却費＋減損費用＋一時的な損益）

なお、Bについては、直前期又は当該決算期以降の直近3カ月の平均の数値に12を乗じた
値のいずれかの金額で判定を行うものとする。

（注）「運転資金」とは、「売掛金＋受取手形＋棚卸資産−買掛金−支払手形」で計算される
値をいう。
「一時的な損益」とは、日本における一般に公正妥当と認められる会計処理の基準
において特別損益に該当すると判断されるもの、条件付取得対価に係る会計処理に
おける一過性の損益及びIPO関連のコストをいう。

当社グループの借入金のうち、533,061千円については、財務制限条項が付されてお
り、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があり
ます。

① 借入人の単体および連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前
の決算期末日の金額または2022年12月期末の金額のいずれか大きい方の60%以上に維
持すること。

② 2023年12月期以降、借入人の単体および連結の損益計算書上の営業損益につき2期(但
し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。

③ 2023年12月期以降、借入人の各決算期の連結の貸借対照表および損益計算書におい
て、以下の計算式で示される債務償還年数が10年以上とならないようにすること。な
お、以下の計算式の下線部分については、直前期または当該決算期以降の直近3ヶ月の
平均の数値に12を乗じた値のいずれかの金額で判定を行うものとする。

<計算式>
(有利子負債-運転資金-月商1.5ヶ月分を上限とする現預金)÷(営業利益+減価償却費+その

他償却費+減損費用+一時的な損益)
※上記の計算式における「運転資金」とは、「売掛金+受取手形+棚卸資産-買掛金-支払手

形」で計算される値をいう。
また、「一時的な損益」とは、日本における一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に

おいて特別損益に該当すると判断されるもの、条件付取得対価に係る会計処理における一過
性の損益およびIPO関連コストをいう。
なお、「一時的な損益」については、貸付人が要請する場合は、その詳細および内訳につい

て、貸付人が合理的に満足する内容の資料を作成の上、速やかに提出すること。
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当社グループの借入金のうち、588,362千円については、財務制限条項が付されており、
次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2025年12月期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結財政状態計算書
において、資本合計の金額を、2024年12月期決算期の年度決算期の末日における資本
合計の金額又は前年度決算期の末日における資本合計の金額のいずれか大きい方の85%
以降に維持すること。

② 2025年12月期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結財政状態計算書
において、自己資本比率（親会社の所有者に帰属する持分合計÷資産合計）を25%以上
に維持すること。

③ 2025年12月期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結財政状態計算書
において、営業利益率を20%以上に維持すること

④ 2025年6月期を初回とする各年度決算期の末日及び半期決算の末尾における借入人の
連結財政状態計算書において、資本合計の金額を、2024年12月決算期の年度決算期の
末日における資本合計の金額又は前年度決算期の末日における資本合計の金額のいずれ
か大きい方の75%以上に維持すること。

⑤ 2025年6月期を初回とする各年度決算期の末日及び半期決算の末尾における借入人の
連結財政状態計算書において、自己資本比率（親会社の所有者に帰属する持分合計÷資
産合計）を20%以上に維持すること。

⑥ 2025年6月期を初回とする各年度決算期の末日及び半期決算の末尾における借入人の
連結財政状態計算書において、営業利益率を10%以上に維持すること。

当社グループの借入金のうち、266,424千円については、財務制限条項が付されており、
次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。

① 借入人の単体および連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前
の決算期末日の金額または2023年12月期末の金額のいずれか大きい方の60%以上に維
持すること。

② 2024年12月期以降、借入人の単体および連結の損益計算書上の営業損益につき2期(但
し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。

③ 2024年12月期以降、借入人の各決算期の連結の貸借対照表および損益計算書におい
て、以下の計算式で示される債務償還年数が10年以上とならないようにすること。な
お、以下の計算式の下線部分については、直前期または当該決算期以降の直近3ヶ月の
平均の数値に12を乗じた値のいずれかの金額で判定を行うものとする。

<計算式>
(有利子負債-運転資金-月商1.5ヶ月分を上限とする現預金)÷(営業利益+減価償却費+その

他償却費+減損費用+一時的な損益)
※ 上記の計算式における「運転資金」とは、「売掛金+受取手形+棚卸資産-買掛金-支払手
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形」で計算される値をいう。
また、「一時的な損益」とは、日本における一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に

おいて特別損益に該当すると判断されるもの、条件付取得対価に係る会計処理における一過
性の損益およびIPO関連コストをいう。
なお、「一時的な損益」については、貸付人が要請する場合は、その詳細および内訳につい

て、貸付人が合理的に満足する内容の資料を作成の上、速やかに提出すること。

当社グループの借入金のうち、745,931千円については、財務制限条項が付されており、
次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 各事業年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年
同期比75%以上に維持すること。

② 各事業年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益を2期連続で損失と
しないこと。

当事業年度末における当社グループの借入金のうち1,200,135千円については、財務制限
条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能
性があります。
① 2025年12月期決算を初回とし、以降各事業年度の決算期の末日における借主の連結の
貸借対照表上の純資産の部の金額を、2024年12月期及び直前の事業年度の決算期末日
における借主の連結の貸借対照表上の純資産の部の金額のいずれか高い方の金額の50％
以上とすること。

② 各事業年度の決算期における借主の連結の損益計算書において以下の計算式にて計算さ
れる本業営業損益が、2025年12月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して損
失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2025年12月
決算期及びその直後の期の決算を対象として行われる。

<計算式>営業利益ーその他の収益十その他の脅用
③ 各事業年度の決算期における借主の連結の損益計算書及び連結の貸借対照表において以
下の計算式にて計算されるネット・レバレッジ・レシオを、2025年12月期を初回とし、
以降の決算期につき6倍以内に維持すること。

<計算式>ネット・レバレッジ・レシオ＝（有利子負債ー現預金）/EBITDA
利子負債＝短期借入金＋1年以内返済長期借入金＋1年以内償還社債＋長期借入＋社債

（新株予約権付社債を含む。）
EBITDA＝営業利益＋減価償却費（リース減価償却費を含むが、営業利益から控除され
ているものに限る。）＋のれん償却費（営業利益から控除されているものに限る。）＋そ
の他償却費＋のれん減損
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当事業年度末における当社が保証人となっている連結子会社である株式会社SAKIYOMIの
借入金のうち478,831千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した
場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 保証人は、2025年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における保証人
の連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を、2024年12月期及び直前の事業年度の決
算期末日における保証人の連結の貸借対照表上の純資産の部の金額のいずれか高い方の
金額の50％以上とすること。

② 保証人は、各年度の決算期における保証人の連結の損益計算書において以下の計算式に
て計算される本業営業損益が、2025年12月期を初回とし、以降の決算期につき2期連
続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、
2024年12月決算期及びその直後の期の決算を対象として行われる。

<計算式>営業利益ーその他の収益十その他の脅用
③ 保証人は、各年度の決算期における保証人の連結の損益計算書及び連結の貸借対照表に
おいて以下の計算式にて計算されるネット・レバレッジ・レシオを、2025年12月期を
初回とし、以降の決算期につき6倍以内に維持すること。

<計算式>ネット・レバレッジ・レシオ＝（有利子負債ー現預金）/EBITDA
利子負債＝短期借入金＋1年以内返済長期借入金＋1年以内償還社債＋長期借入＋社債

（新株予約権付社債を含む。）
EBITDA＝営業利益＋減価償却費（リース減価償却費を含むが、営業利益から控除され
ているものに限る。）＋のれん償却費（営業利益から控除されているものに限る。）＋そ
の他償却費＋のれん減損

４．連結持分変動計算書に関する注記
(1）当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 12,409,400株

(2）配当に関する事項
該当事項はありません。

(3）当連結会計年度末の新株予約権（権利行使の初日が到来していないものを除く）の目的
となる株式の種類及び数

普通株式 401,200株
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５．金融商品に関する注記
(1）金融商品の状況に関する事項
当社グループは、事業活動を遂行する過程において、様々な財務上のリスク(信用リスク、

市場リスク及び流動性リスク)に晒されております。そのため、社内管理規程等に基づき、定
期的に財務上のリスクのモニタリングを行い、リスクを回避又は低減するための対応を必要
に応じて実施しております。
当社グループは、投機目的でのデリバティブ取引は行っておりません。

① 信用リスク管理
当社は、債権管理規程に従い、営業債権である受取手形及び売掛金について、各事業部

門における営業管理部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに
期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減
を図っております。
連結子会社についても、当社の債権管理規程に準じて、同様の管理を行っております。

なお、当社グループは、単独の相手先又はその相手先が所属するグループについて、過度
に集中した信用リスクを有しておりません。
連結会計年度の末日現在の信用リスクに対する最大エクスポージャーは、金融資産の減

損後の帳簿価額となりますが、過年度において重要な貸倒損失を認識した実績はありませ
ん。

② 市場リスク管理
市場環境が変動するリスクにおいて、当社グループが晒されている主要なものには金利

リスクがあります。
当社グループは、運転資金の確保及び設備投資、M&Aによる株式取得の際に、一部、変

動金利による資金調達を行っているため金利リスクに晒されておりますが、当該金利変動
リスクを低減するために、借入金の固定金利と変動金利の適切なバランスを維持し、リス
クの内容に応じた軽減策を実施しております。

③ 流動性リスク管理
当社グループは、支払債務の履行が困難になる流動性リスクに晒されておりますが、当

該リスクに関し、当社グループは運転資金の効率的な管理による資本効率の最適化、当社
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による資金の集中管理等により資金管理の維持に努めております。また、当社グループは
各部署からの報告に基づき財務部が適時に資金繰計画を作成、更新するとともに、手許流
動性を連結売上収益の１か月分相当に維持することなどにより、流動性リスクを管理して
おります。

(2）金融商品の公正価値等に関する事項
金融商品の公正価値ヒエラルキーは、レベル１からレベル３までを以下のように分類して

おります。
レベル１：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により測定し

た公正価値
レベル２：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて

測定した公正価値
レベル３：重要な観察できないインプットを用いて測定した公正価値
公正価値の測定に使用される公正価値ヒエラルキーのレベルは、公正価値の測定に用いた

重要なインプットのうち、最もレベルの低いインプットに応じて決定しております。

① 公正価値の算定方法
金融商品の公正価値の測定方法は、以下のとおりです。

（現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務）
短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額

によっております。
（その他の金融資産）

誓約事項に関する補償債権は、企業結合における取得日時点の公正価値で測定してい
ます。公正価値は、モンテカルロ・シミュレーションにより算定しており、主な仮定と
して、割引率が考慮されています。公正価値は、割引率の上昇(低下)により、減少(増加)
します。
短期貸付金は比較的短期で満期が到来するため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいこ

とから、当該帳簿価額によっております。
敷金及び保証金は償還予定時期を見積り、安全性の高い長期の債券の利回りで割り引

いた現在価値により算定しております。算定の結果、敷金及び保証金の公正価値が帳簿
価額に近似することから、当該帳簿価額によっております。
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保険積立金は、解約返戻金の金額により測定しております。算定の結果、保険積立金
の公正価値が帳簿価額に近似することから、当該帳簿価額によっております。

（短期借入金）
短期借入金は、短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっております。
（社債及び長期借入金）
社債及び長期借入金は、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、

当社の信用状態は実行後と大きく異なっていないことから、時価は帳簿価格と近似して
いると考えられるため当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金
の合計額を当該社債及び長期借入金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引
いて算定する方法によっております。

（その他の金融負債）
企業結合による条件付対価は、企業結合における取得日時点の公正価値で測定してい

ます。公正価値は、モンテカルロ・シミュレーションにより算定しており、主な仮定と
して、割引率が考慮されています。公正価値は、割引率の上昇(低下)により、減少(増加)
します。

② 償却原価で測定する金融商品と帳簿価額の比較
償却原価で測定する金融商品の公正価値と帳簿価額の比較は、以下のとおりです。な

お、帳簿価額と公正価値が近似している金融商品については、長期借入金を除き、以下
の表には含めておりません。

帳簿価額
（千円）

公正価値
（千円）

金融負債
社債及び長期借入金（注） 12,394,913 12,582,479

合計 12,394,913 12,582,479
（注）社債及び長期借入金の公正価値はレベル２に分類しております。なお、１年以内

返済予定の残高を含んでおります。
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③ 公正価値で測定する金融商品
公正価値ヒエラルキーのレベルごとに分類した、経常的に公正価値で測定する金融資

産及び金融負債の内訳は、以下のとおりです。
(単位：千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
金融資産
純損益を通じて公正価値で
測定する金融資産
その他の金融資産
誓約事項に関する補償債権 ― ― 812,301 812,301

資産合計 ― ― 812,301 812,301
金融負債
純損益を通じて公正価値で
測定する金融負債
その他の金融負債
条件付対価 ― ― 2,204,085 2,204,085

負債合計 ― ― 2,204,085 2,204,085
（注）レベル１、２の間の振替はありません。

④ 評価プロセス
レベル３に区分した金融商品については適切な権限者に承認された公正価値測定の評

価方針及び手続に従い、担当部署が対象金融商品の評価方法を決定し、公正価値を測定
しております。公正価値の測定結果については適切な責任者が承認しております。

⑤ レベル３に分類された金融商品に関する定量的情報
企業結合に伴う条件付取得対価は、主にモンテカルロ・シミュレーションを用いて公

正価値を測定しております。この公正価値の測定にあたって、割引率を観察可能でない
インプットとして利用しております。重要な観察可能でないインプットに関する主な定
量的情報は、以下のとおりです。
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項目 評価技法 観察可能でな
いインプット 範囲

誓約事項に関する
補償債権

モンテカルロ・シミュ
レーション 割引率 1.25〜15.4％

条件付対価 モンテカルロ・シミュ
レーション 割引率 1.25〜1.67％

観察可能でないインプットのうち、割引率については、上昇した場合に公正価値が減
少する関係にあります。なお、レベル３に区分した金融商品について、観察可能でない
インプットを合理的に考え得る代替的な仮定に変更した場合に重要な公正価値の増減は
見込まれておりません。

⑥ その他
当社グループにおいて、非支配持分株主に付与している子会社持分の売建プット・オプ

ションは、その行使価格の現在価値を金融負債として認識するとともに、同額を非支配持
分から減額しています。
当社グループが非支配持分株主に対して付与した子会社持分の売建プット・オプション

は、行使価格の現在価値で測定されており、2025年12月31日現在における帳簿価額は
1,019,353千円であり、連結財政状態計算書上の流動負債及び非流動負債におけるその他
の金融負債に含まれています。
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６．収益認識に関する注記
(1）収益の分解
分解した売上収益とセグメントとの関連は、以下のとおりです。

(単位：千円)
DX事業

顧客の種類
継続取引 9,281,041
単発取引 2,656,946

顧客との契約から生じる収益 11,937,987
その他の源泉から認識した収益 −
外部顧客への売上収益 11,937,987

（注）取引開始日を起点として過去６か月以上継続的に収益が発生している顧客及び６か月以
上の契約期間で取引をしている顧客を継続取引顧客と定義した上で、当該顧客との取引
から生じる収益を「継続取引」、それ以外の収益を「単発取引」と表現しております。

(2）契約残高
顧客との契約から生じた契約残高は、以下のとおりです。

（単位：千円）
顧客との契約から生じた債権
売掛金 1,810,558

契約負債 595,711
(注)１．契約負債は、主に顧客からの前受金であり、収益の認識に伴い取り崩されます。

当連結会計年度における契約負債の期首残高のうち、報告期間中に認識した売
上収益の金額は1,378,661千円です。当連結会計年度において、契約負債が減
少した主な理由は、既存案件に係る契約負債の取り崩しによるものでありま
す。

２．当連結会計年度において、過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義
務から認識した売上収益の額に重要性はありません。
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(3）残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実

務上の便法を使用して、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客
との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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７．１株当たり情報に関する注記
(1）１株当たり親会社所有者帰属持分 617円86銭

(2）基本的１株当たり当期利益 118円47銭
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８．重要な後発事象に関する注記
（株式会社AI ONEの取得）

当社は、2026年２月10日開催の取締役会において、株式会社AI ONEの株式の一部を
取得して連結子会社化することを決議いたしました。また、当該株式取得を2026年２月
24日に実行し同社を連結子会社としております。

（１）株式取得による企業結合の概要
① 被取得企業の名称及び取得した事業の内容

相手先企業の名称 株式会社AI ONE
事業の内容 AIスクール運営事業
事業規模 資本金5,000千円

② 株式取得の相手先の名称
森谷和正

③ 企業結合を行った主な理由
当社グループは継続的に市場が成長しているMarketing領域及びAI・Technology領

域において、増え続けるデジタル接点を網羅し、企業のマーケティングの成果最大化を
支援するとともに、企業のDX化・高度デジタル化に向けて高品質なサービスを提供し、
継続的かつ大幅な売上成長と高い利益率を実現するとともに、顧客価値の最大化を目指
しております。
株式会社AI ONEは、最新のAIツールを活用した実践型プログラムを提供するAI関連

スクール事業を展開しており、AIを活用したマーケティング、コンテンツ制作、業務効
率化等に関する体系的なカリキュラムを有しております。
初心者にも理解しやすい解説及び手厚いサポート体制を強みとするとともに、急速に

進展するAI分野における最新トレンドの情報共有を継続的に行うことで、受講生の実務
活用力の向上を実現しております。
また、教育サービスの提供にとどまらず、事業内容や経営課題に応じたAIツールの選

定・導入支援、AIを活用した業務効率化・自動化の提案、AIマーケティング戦略の立
案・運用支援等のコンサルティングサービスまで一貫して対応できる点を特徴としてお
ります。
今回の株式取得により株式会社AI ONEが有するAI活用分野における実践的な教育・

コンサルティングノウハウと、当社グループが展開するマーケティング支援、Web制
作、アプリケーション開発及び各種スクール運営に関する知見及び事業基盤を融合する
ことで、複合的なスキルを備えた人材育成サービスの提供体制を一層強化するとともに、
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AI関連スクール事業の高度化及び成長の加速を図ってまいります。
また、講座開発、集客、運営体制の高度化・効率化を進めるとともに、法人向け事業

との連携を通じて、AI導入支援から運用支援、人材育成までを一体的に提供する総合的
なDX支援体制のさらなる充実を目指してまいります。
これらを総合的に勘案した結果、本件株式取得は、当社グループの収益基盤の強化や

競争力の向上に資するものと判断したため、実施することといたしました。
④ 企業結合の日程

取締役会決議 2026年２月10日
契約締結日 2026年２月10日
株式譲渡実行日 2026年２月24日

⑤ 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得

⑥ 結合後企業の名称
変更はありません。

⑦ 取得した議決権比率
75.0％

⑧ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得するものであります。

（２）取得した企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金 1,200,000千円
取得原価 1,200,000千円
なお、相手先との間で株式譲渡前及び株式譲渡後の誓約事項と今後、株式会社AI

ONEの業績進捗に応じた譲渡対価の調整に関する合意がなされており、当該事業の業
績等の状況に応じて追加対価の支払いまたは取得対価の減額調整が発生する可能性が
あります。当該事象が発生した場合は、判明次第速やかにお知らせします。

（３）主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等（概算）51,000千円

（４）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。

（５）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。

2026年03月02日 19時39分 $FOLDER; 62ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 63 ―

９．企業結合等に関する注記
（株式会社ゼロタスの取得）
① 企業結合の概要
(a) 被取得企業の名称及び事業の内容

被取得企業の名称 ：株式会社ゼロタス
被取得企業の事業の内容 ：データコンサル事業・デジタルマーケティング事業

(b) 取得日
2025年１月17日

(c) 取得した議決権付資本持分の割合
100％

(d) 企業結合の主な理由
当社は急速な成長を続けるDX市場・デジタルマーケティング領域において、顧客体験を
改善するテクノロジー・SaaSを軸に、近年ニーズが増加するマーケティング・クリエイ
ティブの領域にも展開し、ウェブサイト構築から集客、リピート促進まで一気通貫での
ご支援を行っております。また、継続型収益中心のビジネスモデルにより高速かつ安定
的な売上成長と高い利益率を実現するとともに、顧客価値の最大化を目指しております。
株式会社ゼロタスはデータを活用して投資対効果を可視化・最大化するROIマーケティ
ング支援サービスを提供しております。広告運用にとどまらず、クリエイティブ領域や
GA4・MA・CRMツールの導入・運用含めた幅広いマーケティングの支援を行っており
ます。
今回の株式取得により株式会社ゼロタスが保有するデータ分析および利活用の知見や

より広範なマーケティング支援ケイパビリティを活用し、当社グループによるクライア
ント企業への最適なDX推進を支援することを通じ、顧客価値の最大化を図ることが可能
になるものと考えております。これらを総合的に勘案した結果、当社グループのより一
層の収益性の向上や競争力の強化に資するものと判断したため、株式取得を行うことと
いたしました。

(e) 被取得企業の支配を獲得した方法
株式取得

② 対価
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(単位：千円)
内訳 金額

現金 215,088
誓約事項に関する補償(注)２ △4,446
条件付対価(注)２ 71,733

取得対価合計 282,374
(注)１．当該企業結合に係る取得関連費用1,376千円を連結損益計算書の「販売費及び一般管

理費」に含めて表示しております。
２．株式譲渡前及び株式譲渡後の誓約事項と取得対価の調整に関する合意がなされており、

当該取得企業の営業利益の状況に応じて最大で116,355千円の追加譲渡代金が発生す
る、又は誓約事項に関する補償が最大で335,829千円発生する可能性があります。誓
約事項に関する補償債権及び条件付対価の公正価値のヒエラルキーのレベルは３にな
り、観察可能な市場データに基づかないインプットを含む評価技法から算定された公正
価値です。なお、2025年12月31日まで支払った誓約事項に関する補償及び条件付対
価はありません。公正価値のヒエラルキーについては「５．金融商品に関する注記」に
記載しております。条件付対価に係る公正価値変動額のうち、貨幣の時間的価値の変動
に基づく部分を「金融費用」に計上するとともに、貨幣の時間的価値以外の変動に基づ
く部分を「その他の収益」又は「その他の費用」に計上しています。

③ 取得資産及び引受負債の公正価値及びのれん(注)１
(単位：千円)

科目 金額
現金及び現金同等物 65,750
営業債権(注)２ 21,547
有形固定資産 201
その他の金融資産 2,400
未払法人所得税 △12,639
長期借入金 △10,504
その他 △24,688
純資産 42,066
のれん(注)３ 240,308
(注)１．取得対価は、取得日における公正価値を基礎として、取得した資産及び引き受けた負

債に配分しております。上記金額は現時点での最善の見積りによる暫定的な公正価値で
あるため、取得日時点で存在していた事実や状況に関する追加的な情報が得られ評価さ
れる場合、取得日から１年間は修正されることがあります。

２．取得した債権の公正価値、契約上の未収金額及び回収不能見込額
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取得した営業債権について、契約金額の総額は21,547千円であり、回収不能と見込ま
れる契約上のキャッシュ・フローはありません。

３．のれんの構成要因は、主として営業活動の統合による相乗効果、規模の経済性、個別
認識の要件を満たさない無形資産からなります。税務上損金に算入されることが見込ま
れるのれんはありません。

④ 子会社の取得による支出
(単位：千円)

科目 金額
現金による取得対価 215,088
取得日に被取得企業が保有していた現金及び現金同等物 △65,750
子会社の取得による現金支払額 149,337

⑤ 企業結合に係る取得日以降の損益情報
連結損益計算書に含まれている、株式会社ゼロタスの取得日からの業績は以下のとおり

です。
(単位：千円)

当連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

売上収益 117,907
当期利益 38,934

（プロフォーマ情報）
仮に株式会社ゼロタスの取得日が当連結会計期間の期首であったと仮定した場合のプロ

フォーマ情報については、連結財務諸表に与える影響額に重要性がなく、当連結会計期間
の期首に取得した場合のシナジー効果の予測が実務上不可能であるため、開示をしており
ません。

（株式会社Ciel Zeroの取得）
① 企業結合の概要

(a) 被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 ：株式会社Ciel Zero
被取得企業の事業の内容 ：ITエンジニアリングサービス事業・AIシステム開発事業
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(b) 取得日
2025年２月14日

(c) 取得した議決権付資本持分の割合
80.0％

(d) 企業結合の主な理由
当社は急速な成長を続けるDX市場・デジタルマーケティング領域において、顧客体験を
改善するテクノロジー・SaaSを軸に、近年ニーズが増加するマーケティング・クリエイ
ティブの領域にも展開し、ウェブサイト構築から集客、リピート促進まで一気通貫での
ご支援を行っております。また、継続型収益中心のビジネスモデルにより高速かつ安定
的な売上成長と高い利益率を実現するとともに、顧客価値の最大化を目指しております。
株式会社Ciel ZeroはITエンジニアリング及びAIシステム開発事業を主軸にサービス提供
しております。より具体的には、一括請負型IT事業/AIシステム開発事業/エンジニア常
駐型支援事業/ITスクール事業を営んでおり、業務系・組込系・汎用系等のソフトウェア
開発からインフラの設計構築など幅広いご要望にお応えしたDX支援を行っております。
今回の株式取得により株式会社Ciel Zeroが保有するエンジニアリングの知見・経験や

IT人材・開発リソースを活用し、当社グループによるクライアント企業への最適なDX推
進を支援することを通じ、顧客価値の最大化を図ることが可能になるものと考えており
ます。これらを総合的に勘案した結果、当社グループのより一層の収益性の向上や競争
力の強化に資するものと判断したため、株式取得を行うことといたしました。

(e) 被取得企業の支配を獲得した方法
株式取得

② 対価
(単位：千円)

内訳 金額
現金 1,312,472
誓約事項に関する補償(注)２ △40,074
条件付対価(注)２ 188,874

取得対価合計 1,461,273
(注)１．当該企業結合に係る取得関連費用692千円を連結損益計算書の「販売費及び一般管理

費」に含めて表示しております。
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２．株式譲渡前及び株式譲渡後の誓約事項と取得対価の調整に関する合意がなされており、
当該取得企業の営業利益の状況に応じて最大で690,044千円の追加譲渡代金が発生す
る、又は誓約事項に関する補償が最大で2,000,711千円発生する可能性があります。誓
約事項に関する補償債権及び条件付対価の公正価値のヒエラルキーのレベルは３にな
り、観察可能な市場データに基づかないインプットを含む評価技法から算定された公正
価値です。なお、2025年12月31日まで支払った誓約事項に関する補償及び条件付対
価はありません。公正価値のヒエラルキーについては「５．金融商品に関する注記」に
記載しております。条件付対価に係る公正価値変動額のうち、貨幣の時間的価値の変動
に基づく部分を「金融費用」に計上するとともに、貨幣の時間的価値以外の変動に基づ
く部分を「その他の収益」又は「その他の費用」に計上しています。

③ 取得資産及び引受負債の公正価値及びのれん(注)１
(単位：千円)

科目 金額
現金及び現金同等物 45,000
営業債権(注)２ 146,915
有形固定資産 153,577
その他の金融資産 41,110
繰延税金資産 420,640
仕入債務 △103,504
リース負債 △135,570
その他 △180,735
純資産 387,432
非支配持分 77,486
のれん(注)３ 1,151,327
(注)１．取得対価は、取得日における公正価値を基礎として、取得した資産及び引き受けた負

債に配分しております。上記金額は現時点での最善の見積りによる暫定的な公正価値で
あるため、取得日時点で存在していた事実や状況に関する追加的な情報が得られ評価さ
れる場合、取得日から１年間は修正されることがあります。

２．取得した債権の公正価値、契約上の未収金額及び回収不能見込額
取得した営業債権について、契約金額の総額は146,915千円であり、回収不能と見込
まれる契約上のキャッシュ・フローはありません。

３．のれんの構成要因は、主として営業活動の統合による相乗効果、規模の経済性、個別
認識の要件を満たさない無形資産からなります。税務上損金に算入されることが見込ま
れるのれんはありません。
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④ 子会社の取得による支出
(単位：千円)

科目 金額
現金による取得対価 1,312,472
取得日に被取得企業が保有していた現金及び現金同等物 △45,000
子会社の取得による現金支払額 1,267,472

⑤ 企業結合に係る取得日以降の損益情報
連結損益計算書に含まれている、株式会社Ciel Zeroの取得日からの業績は以下のとお

りです。
(単位：千円)

当連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

売上収益 3,191,056
当期利益 152,644

（プロフォーマ情報）
仮に株式会社Ciel Zeroの取得日が当連結会計期間の期首であったと仮定した場合のプ

ロフォーマ情報については、連結財務諸表に与える影響額に重要性がなく、連結会計期間
の期首に取得した場合のシナジー効果の予測が実務上不可能であるため、開示をしており
ません。

（株式会社SmartContactの取得）
① 企業結合の概要

(a) 被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 ：株式会社SmartContact
被取得企業の事業の内容 ：セールス支援事業、コールセンター事業、ストアソリュ

ーション事業

(b) 取得日
2025年３月10日

(c) 取得した議決権付資本持分の割合
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67.0％

(d) 企業結合の主な理由
当社は急速な成長を続けるDX市場・デジタルマーケティング領域において、顧客体験を
改善するテクノロジー・SaaSを軸に、近年ニーズが増加するマーケティング・クリエイ
ティブ領域にも展開し、ウェブサイト構築から集客、リピート促進まで一気通貫でのご
支援を行っております。また、継続型収益中心のビジネスモデルにより高速かつ安定的
な売上成長と高い利益率を実現するとともに、顧客価値の最大化を目指しております。
株式会社SmartContactが提供するセールス支援・コールセンター・ストアソリューシ

ョン事業では、幅広いサービスを提供する企業の強力な販売パートナーとして営業活動
のご支援やストアの集客・売上向上・コスト削減等の様々なニーズに合わせたDX支援を
行っております。
今回の株式取得により、セールス領域の支援ノウハウ及びリソースの獲得を通じて、

マーケティング戦略の立案及び実行からセールス領域の支援まで、より幅広い領域にお
ける一気通貫でのサービス提供が可能になり、当社グループによる最適なDX推進とCX
の改善及び顧客価値の最大化が可能になるものと考えております。これらを総合的に勘
案した結果、当社グループのより一層の収益性の向上や競争力の強化に資するものと判
断したため、株式取得を行うことといたしました。

(e) 被取得企業の支配を獲得した方法
株式取得

② 対価
(単位：千円)

内訳 金額
現金 375,571
誓約事項に関する補償(注)２ △82,928
条件付対価(注)２ 458,263

取得対価合計 750,906
(注)１．当該企業結合に係る取得関連費用1,556千円を連結損益計算書の「販売費及び一般管

理費」に含めて表示しております。
２．株式譲渡前及び株式譲渡後の誓約事項と取得対価の調整に関する合意がなされており、

当該取得企業の営業利益の状況に応じて追加譲渡代金又は誓約事項に関する補償が発生
する可能性があります。2025年12月31日まで支払った誓約事項に関する補償はなく、
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条件付対価については248,220千円を支払っております。また、当該追加譲渡代金又
は誓約事項に関する補償については、上限額が定められておりません。誓約事項に関す
る補償債権及び条件付対価の公正価値のヒエラルキーのレベルは３になり、観察可能な
市場データに基づかないインプットを含む評価技法から算定された公正価値です。公正
価値のヒエラルキーについては「５．金融商品に関する注記」に記載しております。条
件付対価に係る公正価値変動額のうち、貨幣の時間的価値の変動に基づく部分を「金融
費用」に計上するとともに、貨幣の時間的価値以外の変動に基づく部分を「その他の収
益」又は「その他の費用」に計上しています。

③ 取得資産及び引受負債の公正価値及びのれん(注)１
(単位：千円)

科目 金額
営業債権(注)２ 7,238
有形固定資産 107,229
その他の金融資産 12,909
繰延税金資産 182,544
仕入債務 △4,177
リース負債 △101,161
その他 △18,664
純資産 185,918
非支配持分 61,353
のれん(注)３ 626,341
(注)１．取得対価は、取得日における公正価値を基礎として、取得した資産及び引き受けた負

債に配分しております。上記金額は現時点での最善の見積りによる暫定的な公正価値で
あるため、取得日時点で存在していた事実や状況に関する追加的な情報が得られ評価さ
れる場合、取得日から１年間は修正されることがあります。

２．取得した債権の公正価値、契約上の未収金額及び回収不能見込額
取得した営業債権について、契約金額の総額は7,238千円であり、回収不能と見込まれ
る契約上のキャッシュ・フローはありません。

３．のれんの構成要因は、主として営業活動の統合による相乗効果、規模の経済性、個別
認識の要件を満たさない無形資産からなります。税務上損金に算入されることが見込ま
れるのれんはありません。

④ 子会社の取得による支出
(単位：千円)

科目 金額
現金による取得対価 375,571
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取得日に被取得企業が保有していた現金及び現金同等物 ―
子会社の取得による現金支払額 375,571

⑤ 企業結合に係る取得日以降の損益情報
連結損益計算書に含まれている、株式会社SmartContactの取得日からの業績は以下の

とおりです。
(単位：千円)

当連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

売上収益 517,540
当期損失(△) △126,038

（プロフォーマ情報）
仮に株式会社SmartContactの取得日が当連結会計期間の期首であったと仮定した場合

のプロフォーマ情報については、連結財務諸表に与える影響額に重要性がなく、当連結会
計期間の期首に取得した場合のシナジー効果の予測が実務上不可能であるため、開示をし
ておりません。

（株式会社デイトラの取得）
① 企業結合の概要
(a) 被取得企業の名称及び事業の内容

被取得企業の名称 ：株式会社デイトラ
被取得企業の事業の内容 ：教育事業・メディア事業

(b) 取得日
2025年７月１日

(c) 取得した議決権付資本持分の割合
80.0％

(d) 企業結合の主な理由
当社グループは継続的に市場が成長しているMarketing領域及びAI・Technology領

域において、増え続けるデジタル接点を網羅し、企業のマーケティングの成果最大化を
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支援するとともに、企業のDX化・高度デジタル化に向けて高品質なサービスを提供し、
継続的かつ大幅な売上成長と高い利益率を実現するとともに、顧客価値の最大化を目指
しております。株式会社デイトラは、Webデザインや制作、動画編集、プログラミング
等のデジタルスキル教育のオンラインスクールサービスを提供しており、フリーラン
ス・副業マーケットの拡大を背景に事業成長しております。
今回の株式取得により株式会社デイトラが有する汎用デジタルスキル教育に関するオ

ンラインスクール事業のノウハウ及び実績と当社グループ内でのSNSスキル及びエンジ
ニアリングスキルに関するオンラインスクール事業のノウハウ及び実績を活用し、当社
グループにおけるスクール事業の成長加速の実現、またDX人材及びスキル不足というク
ライアントニーズと社会課題解決へのより一層の貢献が可能になるものと考えておりま
す。これらを総合的に勘案した結果、当社グループのより一層の収益性の向上や競争力
の強化に資するものと判断したため、株式取得を行うことといたしました。

(e) 被取得企業の支配を獲得した方法
株式取得

② 対価
(単位：千円)

内訳 金額
現金 959,184
誓約事項に関する補償(注)２ △322,112

取得対価合計 637,071
(注)１．当該企業結合に係る取得関連費用1,814千円を連結損益計算書の「販売費及び一般管

理費」に含めて表示しております。
２．株式譲渡前及び株式譲渡後の誓約事項と取得対価の調整に関する合意がなされており、

当該取得企業の営業利益の状況に応じて誓約事項に関する補償が最大で793,530千円
発生する可能性があります。また、当該取得企業の営業利益の状況に応じて発生する可
能性のある追加譲渡代金には上限が定められておりません。誓約事項に関する補償債権
及び条件付対価の公正価値のヒエラルキーのレベルは３になり、観察可能な市場データ
に基づかないインプットを含む評価技法から算定された公正価値です。なお、2025年
12月31日まで支払った誓約事項に関する補償及び条件付対価はありません。公正価値
のヒエラルキーについては「５．金融商品に関する注記」に記載しております。条件付
対価に係る公正価値変動額のうち、貨幣の時間的価値の変動に基づく部分を「金融費
用」に計上するとともに、貨幣の時間的価値以外の変動に基づく部分を「その他の収
益」又は「その他の費用」に計上しています。

③ 取得資産及び引受負債の公正価値及びのれん(注)１
(単位：千円)
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科目 金額
現金及び現金同等物 101,177
営業債権(注)２ 6,485
有形固定資産 29,472
無形資産 3,358
その他の金融資産 22,522
繰延税金資産 229
リース負債 △17,174
未払法人所得税 △3,484
その他 △29,679
純資産 112,906
非支配持分 22,581
のれん(注)３ 546,746
(注)１．取得対価は、取得日における公正価値を基礎として、取得した資産及び引き受けた負

債に配分しております。上記金額は現時点での最善の見積りによる暫定的な公正価値で
あるため、取得日時点で存在していた事実や状況に関する追加的な情報が得られ評価さ
れる場合、取得日から１年間は修正されることがあります。

２．取得した債権の公正価値、契約上の未収金額及び回収不能見込額
取得した営業債権について、契約金額の総額は6,485千円であり、回収不能と見込まれ
る契約上のキャッシュ・フローはありません。

３．のれんの構成要因は、主として営業活動の統合による相乗効果、規模の経済性、個別
認識の要件を満たさない無形資産からなります。税務上損金に算入されることが見込ま
れるのれんはありません。

④ 子会社の取得による支出
(単位：千円)

科目 金額
現金による取得対価 991,913
取得日に被取得企業が保有していた現金及び現金同等物 △101,177
子会社の取得による現金支払額 890,735

⑤ 企業結合に係る取得日以降の損益情報
連結損益計算書に含まれている、株式会社デイトラの取得日からの業績は以下のとおり
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です。
(単位：千円)

当連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

売上収益 187,750
当期利益 10,817

（プロフォーマ情報）
仮に株式会社デイトラの取得日が当連結会計期間の期首であったと仮定した場合のプロ

フォーマ情報については、連結財務諸表に与える影響額に重要性がなく、当連結会計期間
の期首に取得した場合のシナジー効果の予測が実務上不可能であるため、開示をしており
ません。

（株式会社Real usの取得）
① 企業結合の概要
(a) 被取得企業の名称及び事業の内容

被取得企業の名称 ：株式会社Real us
被取得企業の事業の内容 ：インフルエンサープラットフォーム事業

(b) 取得日
2025年８月４日

(c) 取得した議決権付資本持分の割合
85.0％

(d) 企業結合の主な理由
当社グループは継続的に市場が成長しているMarketing領域及びAI・Technology領域
において、増え続けるデジタル接点を網羅し、企業のマーケティングの成果最大化を支
援するとともに、企業のDX化・高度デジタル化に向けて高品質なサービスを提供し、継
続的かつ大幅な売上成長と高い利益率を実現するとともに、顧客価値の最大化を目指し
ております。

株式会社Real usは、インフルエンサーのビジネス支援および、デザイン・動画編
集・オンライン秘書などの実践的スキル習得を支援するキャリアスクールを展開して
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おり、SNSプラットフォームを活用した独自のマーケティング施策を通じて事業を拡
大しています。
インフルエンサー支援領域では累計1,000名超の支援実績を有し、2025年より開始

したキャリアスクール事業においても、短期間で100名規模の受講者支援を行うなど、
高い成長ポテンシャルを有しております。
本株式取得により、株式会社Real usが有するインフルエンサー支援および実践型ス

キル教育に関するノウハウ・運営力と、当社グループ内のSNS支援事業・オンライン
スクール事業とのシナジーを活かすことで、マーケティング、講座開発、カスタマー
サポート等の分野における連携強化と、当社グループにおけるスクール事業の更なる
成長加速を実現できるものと考えております。
また、インフルエンサーやフリーランスとしてのキャリア構築を支援することで、

実践型DX人材の創出と社会課題解決への貢献も期待されます。
これらを総合的に勘案した結果、当社グループのより一層の収益性の向上や競争力

の強化に資するものと判断したため、株式取得を行うことといたしました。

(e) 被取得企業の支配を獲得した方法
株式取得

② 対価
(単位：千円)

内訳 金額
現金 292,132
誓約事項に関する補償(注)２ ―

取得対価合計 292,132
(注)１．当該企業結合に係る取得関連費用5,617千円を連結損益計算書の「販売費及び一般管

理費」に含めて表示しております。
２．株式譲渡前及び株式譲渡後の誓約事項に関する合意がなされており、当該取得企業の

営業利益の状況に応じて誓約事項に関する補償が最大で692,132千円発生する可能性
があります。誓約事項に関する補償債権及び条件付対価の公正価値のヒエラルキーのレ
ベルは３になり、観察可能な市場データに基づかないインプットを含む評価技法から算
定された公正価値です。なお、2025年12月31日まで支払った誓約事項に関する補償
はありません。公正価値のヒエラルキーについては「５．金融商品に関する注記」に記
載しております。条件付対価に係る公正価値変動額のうち、貨幣の時間的価値の変動に
基づく部分を「金融費用」に計上するとともに、貨幣の時間的価値以外の変動に基づく
部分を「その他の収益」又は「その他の費用」に計上しています。
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③ 取得資産及び引受負債の公正価値及びのれん(注)１
(単位：千円)

科目 金額
現金及び現金同等物 86,979
営業債権(注)２ 24,162
有形固定資産 21,839
無形資産 2,082
その他の金融資産 1,928
繰延税金負債 △21
リース負債 △16,139
長期借入金 △8,460
その他 △21,412
純資産 90,957
非支配持分 13,643
のれん(注)３ 214,819
(注)１．取得対価は、取得日における公正価値を基礎として、取得した資産及び引き受けた負

債に配分しております。上記金額は現時点での最善の見積りによる暫定的な公正価値で
あるため、取得日時点で存在していた事実や状況に関する追加的な情報が得られ評価さ
れる場合、取得日から１年間は修正されることがあります。

２．取得した債権の公正価値、契約上の未収金額及び回収不能見込額
取得した営業債権について、契約金額の総額は24,162千円であり、回収不能と見込ま
れる契約上のキャッシュ・フローはありません。

３．のれんの構成要因は、主として営業活動の統合による相乗効果、規模の経済性、個別
認識の要件を満たさない無形資産からなります。税務上損金に算入されることが見込ま
れるのれんはありません。

④ 子会社の取得による支出
(単位：千円)

科目 金額
現金による取得対価 292,132
取得日に被取得企業が保有していた現金及び現金同等物 △86,979
子会社の取得による現金支払額 205,153
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⑤ 企業結合に係る取得日以降の損益情報
連結損益計算書に含まれている、株式会社Real usの取得日からの業績は以下のとおりで

す。
(単位：千円)

当連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

売上収益 215,660
当期損失(△) △4,233

（プロフォーマ情報）
仮に株式会社Real usの取得日が当連結会計期間の期首であったと仮定した場合のプロフ

ォーマ情報については、連結財務諸表に与える影響額に重要性がなく、当連結会計期間の
期首に取得した場合のシナジー効果の予測が実務上不可能であるため、開示をしておりま
せん。

（株式会社ブイストの取得）
① 企業結合の概要
(a) 被取得企業の名称及び事業の内容

被取得企業の名称 ：株式会社ブイスト
被取得企業の事業の内容 ：オンラインスクール事業

(b) 取得日
2025年８月19日

(c) 取得した議決権付資本持分の割合
100％

(d) 企業結合の主な理由
当社グループは継続的に市場が成長しているMarketing領域及びAI・Technology領域
において、増え続けるデジタル接点を網羅し、企業のマーケティングの成果最大化を支
援するとともに、企業のDX 化・高度デジタル化に向けて高品質なサービスを提供し、
継続的かつ大幅な売上成長と高い利益率を実現するとともに、顧客価値の最大化を目指
しております。

株式会社ブイストは、初心者から中級者までを対象に、動画編集の基礎・応用スキ
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ルから案件獲得、プロジェクトマネジメント等に至るまで幅広くカバーする実践的な
動画編集スクール「ブイプロ」を運営しております。自社運営のSNSを活用し、動画
編集に関するコンテンツを多数配信することで集客を行い、開講から約２年半で累計
700名以上の受講生を獲得しており、受講生の多くがフリーランスや事業主として活
躍するなど、短期間での顕著な成長を遂げております。
今回の株式取得により株式会社ブイストが有する動画編集教育に関する豊富なノウ

ハウやコンテンツ制作力と、当社グループが展開するオンラインスクール事業におけ
るマーケティング、講座開発、カスタマーサポート等の運営基盤を相互に活用するこ
とで、グループ全体のスクール事業の拡大と成長加速を実現できるものと考えており
ます。
これらを総合的に勘案した結果、当社グループのより一層の収益性の向上や競争力

の強化に資するものと判断したため、株式取得を行うことといたしました。

(e) 被取得企業の支配を獲得した方法
株式取得

② 対価
(単位：千円)

内訳 金額
現金 334,460
誓約事項に関する補償(注)２ △42,031
条件付対価(注)２ 97,435

取得対価合計 389,863
(注)１．当該企業結合に係る取得関連費用7,866千円を連結損益計算書の「販売費及び一般管

理費」に含めて表示しております。
２．株式譲渡前及び株式譲渡後の誓約事項と取得対価の調整に関する合意がなされており、

当該取得企業の営業利益の状況に応じて最大で216,461千円の追加譲渡代金が発生す
る、又は誓約事項に関する補償が最大で358,099千円発生する可能性があります。誓
約事項に関する補償債権及び条件付対価の公正価値のヒエラルキーのレベルは３にな
り、観察可能な市場データに基づかないインプットを含む評価技法から算定された公正
価値です。なお、2025年12月31日まで支払った誓約事項に関する補償及び条件付対
価はありません。公正価値のヒエラルキーについては「５．金融商品に関する注記」に
記載しております。条件付対価に係る公正価値変動額のうち、貨幣の時間的価値の変動
に基づく部分を「金融費用」に計上するとともに、貨幣の時間的価値以外の変動に基づ
く部分を「その他の収益」又は「その他の費用」に計上しています。
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③ 取得資産及び引受負債の公正価値及びのれん(注)１
(単位：千円)

科目 金額
現金及び現金同等物 109,831
営業債権(注)２ 29,546
有形固定資産 2,529
その他の金融資産 910
繰延税金資産 5
リース負債 △2,546
未払法人所得税 △32,172
長期借入金 △2,752
その他 △19,178
純資産 86,174
のれん(注)３ 303,689
(注)１．取得対価は、取得日における公正価値を基礎として、取得した資産及び引き受けた負

債に配分しております。上記金額は現時点での最善の見積りによる暫定的な公正価値で
あるため、取得日時点で存在していた事実や状況に関する追加的な情報が得られ評価さ
れる場合、取得日から１年間は修正されることがあります。

２．取得した債権の公正価値、契約上の未収金額及び回収不能見込額
取得した営業債権について、契約金額の総額は54,024千円であり、回収不能と見込ま
れる契約上のキャッシュ・フローは24,478千円であります。

３．のれんの構成要因は、主として営業活動の統合による相乗効果、規模の経済性、個別
認識の要件を満たさない無形資産からなります。税務上損金に算入されることが見込ま
れるのれんはありません。

④ 子会社の取得による支出
(単位：千円)

科目 金額
現金による取得対価 334,460
取得日に被取得企業が保有していた現金及び現金同等物 △109,831
子会社の取得による現金支払額 224,628

⑤ 企業結合に係る取得日以降の損益情報
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連結損益計算書に含まれている、株式会社ブイストの取得日からの業績は以下のとおり
です。

(単位：千円)
当連結会計期間

(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

売上収益 131,720
当期損失(△) △2,770

（プロフォーマ情報）
仮に株式会社ブイストの取得日が当連結会計期間の期首であったと仮定した場合のプロ

フォーマ情報については、連結財務諸表に与える影響額に重要性がなく、当連結会計期間
の期首に取得した場合のシナジー効果の予測が実務上不可能であるため、開示をしており
ません。

（株式会社BINKSの取得に係る暫定的な処理の確定）
2024年１月17日に行われた株式会社BINKSの取得について、前連結会計年度において暫定

的な会計処理を行っておりましたが、当連結会計期間に確定しております。
この暫定的な会計処理の確定に伴い、取得原価の当初配分額に重要な見直しがなされてお

り、取得日現在における取得対価の公正価値、取得資産及び引受負債の主要な種類ごとに認識
した金額は以下のとおり修正されております。

(単位：千円)
暫定処理 修正 確定金額

現金 2,543,244 ― 2,543,244
条件付対価 368,585 ― 368,585
取得対価の合計 2,911,830 ― 2,911,830
流動資産 623,435 ― 623,435
非流動資産 28,005 82,000 110,005
流動負債 △170,028 ― △170,028
非流動負債 △79,946 △28,363 △108,310
純資産 401,465 53,636 455,102
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のれん 2,510,364 △53,636 2,456,727
合計 2,911,830 ― 2,911,830

（ラグナロク株式会社の取得に係る暫定的な処理の確定）
2024年４月１日に行われたラグナロク株式会社の取得について、前連結会計年度において

暫定的な会計処理を行っておりましたが、当連結会計期間に確定しております。
この暫定的な会計処理の確定に伴い、取得原価の当初配分額に重要な見直しがなされてお

り、取得日現在における取得対価の公正価値、取得資産及び引受負債の主要な種類ごとに認識
した金額は以下のとおり修正されております。

(単位：千円)
暫定処理 修正 確定金額

現金 420,000 ― 420,000
条件付対価 777,657 ― 777,657
取得対価の合計 1,197,657 ― 1,197,657
流動資産 89,595 ― 89,595
非流動資産 33,401 54,000 87,401
流動負債 △33,520 ― △33,520
非流動負債 △15,574 △18,678 △34,252
純資産 73,902 35,321 109,223

のれん 1,123,755 △35,321 1,088,434
合計 1,197,657 ― 1,197,657

（株式会社BUZZの取得に係る暫定的な処理の確定）
2024年11月28日に行われた株式会社BUZZの取得について、前連結会計年度において暫

定的な会計処理を行っておりましたが、当連結会計年度に確定しております。
取得した資産及び引き受けた負債のそれぞれの合計について、当初の暫定的な金額と最終

的な金額の間に重要な変動はありません。

（株式会社SpinFlowの取得に係る暫定的な処理の確定）
2024年11月１5日に行われた株式会社SpinFlowの取得について、前連結会計年度において
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暫定的な会計処理を行っておりましたが、当連結会計期間に確定しております。
この暫定的な会計処理の確定に伴い、取得原価の当初配分額に重要な見直しがなされてお

り、取得日現在における取得対価の公正価値、取得資産及び引受負債の主要な種類ごとに認識
した金額は以下のとおり修正されております。

(単位：千円)
暫定処理 修正 確定金額

現金 174,160 ― 174,160
誓約事項に関する補償 △63,098 ― △63,098
条件付対価 394,459 ― 394,459
取得対価の合計 505,520 ― 505,520
流動資産 135,032 ― 135,032
非流動資産 48 48,326 48,374
流動負債 △144,446 ― △144,446
非流動負債 ― △16,715 △16,715
純資産 △9,365 31,610 22,244
非支配持分 △4,161 ― △4,161

のれん 519,047 △31,610 487,437
合計 505,520 ― 505,520
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貸借対照表
2025年12月31日現在

（単位：千円）
科目 金額 科目 金額

（資産の部） （負債の部）
流動資産 6,348,822 流動負債 4,512,219

現金及び預金 5,192,904 買掛金 447,286
売掛金 549,358 短期借入金 650,000
未収入金 409,695 １年内返済予定の長期借入金 3,058,948
関係会社短期貸付金 125,000 １年内償還予定の社債 100,000
前払費用 57,003 未払金 52,977
仕掛品 16 未払費用 87,694
その他 15,746 未払法人税等 70,308
貸倒引当金 △903 預り金 10,988

固定資産 11,855,344 契約負債 12,153
有形固定資産 20,167 その他 21,860

建物 7,425 固定負債 8,492,715
工具、器具及び備品 12,741 長期借入金 8,142,715

無形固定資産 1,051,805 社債 350,000
のれん 911,597 負債合計 13,004,934
ソフトウエア 81,013 （純資産の部）
ソフトウエア仮勘定 59,193 株主資本 5,196,064

投資その他の資産 10,783,371 資本金 57,521
関係会社株式 10,203,634 資本剰余金 5,213,233
繰延税金資産 293,430 資本準備金 47,521
長期貸付金 96,666 その他資本剰余金 5,165,712
敷金及び保証金 40,998 利益剰余金 281,727
破産更生債権等 2,272 その他利益剰余金 281,727
貸倒引当金 △2,272 繰越利益剰余金 281,727
その他 148,641 自己株式 △356,417

新株予約権 3,167
純資産合計 5,199,232

資産合計 18,204,167 負債・純資産合計 18,204,167
（注） 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書
自 2025
至 2025

年
年

１
12

月
月

１
31

日
日

（単位：千円）
科目 金額

売上高 1,320,042
売上原価 647,097

売上総利益 672,945
販売費及び一般管理費 875,875

営業損失（△） △202,929
営業外収益

受取利息 12,245
為替差益 1,068
経営指導料 879,400
受取配当金 1
貸倒引当金戻入額 1,621
その他 9,746 904,083

営業外費用
支払利息 145,955
社債発行費 11,148
支払手数料 30,772
その他 240 188,116
経常利益 513,037

特別損失
関係会社株式評価損 547,968 547,968
税引前当期純損失（△） △34,930
法人税、住民税及び事業税 106,262
法人税等調整額 123,226 229,488
当期純損失（△） △264,419

（注）記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

2026年03月02日 19時39分 $FOLDER; 84ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 85 ―

株主資本等変動計算書
自 2025
至 2025

年
年

１
12

月
月

１
31

日
日

（単位：千円）
株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 27,910 17,910 5,165,712 5,183,622
当期変動額

新株の発行 29,611 29,611 29,611
新株予約権の発行
自己株式の取得
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

当期変動額合計 29,611 29,611 29,611
当期末残高 57,521 47,521 5,165,712 5,213,233

株主資本

新株予約権 純資産合計
利益剰余金

自己株式 株主資本
合計

その他
利益剰余金 利益剰余金合

計繰越利益剰余金

当期首残高 546,146 546,146 △485 5,757,194 238 5,757,432
当期変動額

新株の発行 59,222 59,222
新株予約権の発行 2,929 2,929
自己株式の取得 △355,932 △355,932 △355,932
当期純利益 △264,419 △264,419 △264,419 △264,419
株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

当期変動額合計 △264,419 △264,419 △355,932 △561,129 2,929 △558,199
当期末残高 281,727 281,727 △356,417 5,196,064 3,167 5,199,232

（注）記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準及び評価方法

子会社株式
移動平均法による原価法

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産…………………定額法

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ３〜５年
工具、器具及び備品 ３〜８年

（2）無形固定資産…………………定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
ソフトウェア ５年（社内における利用可能期間）
のれん 10年

３．引当金の計上基準
貸倒引当金
売上債権等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能
見込額を計上しております。

４．収益及び費用の計上基準
（1）「CX向上SaaS」の提供及び初期設定に係る収益

当社では、「CODE Marketing Cloud」「f-tra EFO」「EFO CUBE」等のデジタルマ
ーケティングの運用を中心とする「CX向上SaaS」の提供を行うことを履行義務として識
別しております。これらのサービスは契約期間に応じて履行義務が充足されるため、当該
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期間で収益を認識しております。
また、当該「CX向上SaaS」の提供に先立ち、その初期設定に係るフィーについては、

その義務の履行によって他に転用できない資産が創出され、完了した作業に対する支払い
を受ける強制可能な権利を有することから、契約期間にわたって履行義務が充足されると
判断しております。そのため、契約期間にわたり収益として認識しております。

（2）DXコンサルティングサービスの提供による収益
当社では、DX推進による顧客のマーケティング戦略の立案支援・マーケティング施策

実行・改善支援のサービスを提供することを履行義務として識別しております。これらの
サービスは提供期間にわたり履行義務が充足されるため、当該期間で収益を認識しており
ます。

５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（1）繰延資産の処理方法

社債発行費 支出時に全額費用処理しております。
（2）外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と
して処理しております。
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（会計上の見積りに関する注記）
繰延税金資産の回収可能性
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産 293,430千円
（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
繰延税金資産は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の収益力に

基づく課税所得の見積りに基づき、回収可能性があると判断された範囲内で計上しており
ます。
②主要な仮定
将来の収益力に基づく課税所得の見積りは、翌事業年度以降の事業計画を基礎としてお

り、当該事業計画における主要な仮定は、主要な事業ごとの売上高及び全社の売上総利益
であります。
③翌事業年度の計算書類に与える影響
当該見積りは、将来の不確実な経済状況によって影響を受ける可能性があり、実際に発

生した課税所得の金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において、繰延税
金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

のれんの評価
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

のれん 911,597千円
（2）見積りの内容に関する理解に資する情報

当事業年度末の貸借対照表に計上されているのれんは、過年度に実施した事業の譲り受
けの際に計上されたものです。
のれんの算定に当たっては、取得による企業結合において支配獲得時以後の事業展開に

よって期待される超過収益力を見積って算定しております。また、その効果の発現する期
間（10年）を見積り、その期間で均等償却する方法によっております。
のれんの算定の基礎となる将来キャッシュ・フローの見積りは、譲り受けた事業の業績

や事業計画を基礎として見積っております。
計上したのれんは、事業計画の達成状況をモニタリングすることによって、減損の兆候

の有無の判定を行っております。
当事業年度において減損の兆候はありませんが、事業計画や市場環境の変化により、そ

の見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合には、減損損失の計上が必要となり、
翌事業年度の計算書類に重要な影響を与える可能性があります。
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関係会社株式の評価
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式評価損 10,203,634千円
（2）見積りの内容に関する理解に資する情報

関係会社株式のうち、市場価格のない株式は、当該子会社の財政状態に超過収益力など
を反映した価額を実質価額として算定し、この実質価額が著しく低下したときには、回復
可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、評価損を認識しております。
実質価額は、各子会社の簿価純資産額に超過収益力を反映して算定されるため、超過収

益力の減少に基づく実質価額の著しい低下の有無の検討が、関係会社株式の評価の重要な
要素となります。超過収益力を含めた実質価額の見積りについては、連結計算書類に計上
されている「のれん」と同様、見積りの不確実性や経営者の重要な判断を伴うため、将来
の不確実な経済条件の変動などによって、翌事業年度以降の計算書類において認識する金
額に重要な影響を及ぼす可能性があります。

（貸借対照表に関する注記）
１．担保に供している資産及び担保に係る債務

（差入資産の種類）

関係会社株式 5,041,832千円

上記、担保資産に対応する債務は以下のとおりであります。

長期借入金(注) 2,919,750千円
(注)１年内に返済期限が到来する長期借入金を含めて表示しております。

２．債務保証
連結子会社の金融機関からの借入に対して、以下のとおり債務保証を行っております。
株式会社SAKIYOMI 493,340千円
株式会社Ciel Zero 300,000千円
株式会社SpinFlow 90,004千円
CRAFT株式会社 44,996千円

3．有形固定資産の減価償却累計額 27,236千円
4．財務制限条項

当事業年度末における当社の借入金のうち78,399千円については、財務制限条項が付され
ており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性がありま

2026年03月02日 19時39分 $FOLDER; 89ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 90 ―

す。
① 2022年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における借入人の単体の貸
借対照表における純資産の部の金額を、2021年12月期決算と直前の事業年度の決算期
末日の貸借対照表における純資産の部のいずれか高い方の合計金額の50%以上とするこ
と。

② 各年度の決算期における借入人の単体の損益計算書に示される税引後当期損益が、
2022年12月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して50,000,000円以上の損失
とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2022年12月決
算期およびその直後の期の決算を対象として行われる。

当事業年度末における当社の借入金のうち277,626千円については、財務制限条項が付
されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があり
ます。
① 2022年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における借入人の単体及び
連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、それぞれ2021年12月期決算と直前の
事業年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部のいずれか高い方の合計金額の
50％以上とすること。

② 各年度の決算期における借入人の単体及び連結の損益計算書において、以下計算式に示
されるEBITDAが、それぞれ2022年12月期を初同とし、以降の決算期につき2期連続し
て損失とならないようにすること。

（計算式）EBITDA =営業利益十減価償却費十のれん償却費
③ 各年度の決算期における借入人の単体及び連結の報告書において、以下計算式に示され
る債務償還年数が、それぞれ2022年12月期を初回とし、以降の決算期につき20年以下
とならないようにすること。

（計算式）
(i)ある事業年度末日における有利子負債から同事業年度末日における現預金及び運転資
金を控除した金額を、(ii)当該事業年度における営業利益に同事業年度における減価償却
費及びのれん償却費を足し戻した数値で除した数値をいう。なお、上記において運転資
金とは、下記の計算式により算定される金額をいう。
運転資金＝売掛金・受取手形十前渡金十棚卸資産一買掛金・支払手形

当事業年度末における当社の借入金のうち265,000千円については、財務制限条項が付さ
れており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性がありま
す。
① 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照
表において、純資産の部の合計額を、2021年12月決算期の年度決算期の末日における
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純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大
きい方の75％以上に維持すること。

② 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照
表において、純資産の部の合計額を、2021年12月決算期の年度決算期の末日における
純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大
きい方の50％以上に維持すること。

③ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算
書において、経常損失を計上した場合、翌期の中間決算期又は翌期の決算期の末日にお
ける借入人の単体の損益計算書において、いずれか片方においても経常損失を計上しな
いこと（いずれかにおいて経常損失を計上した場合には、本号に抵触したものとする。）。

④ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算
書において、経常損失を計上した場合、翌期の中間決算期及び翌期の決算期の末日にお
ける借入人の単体の損益計算書において、両者とも経常損失の計上としないこと（両者
とも経常損失を計上した場合に、本号に抵触したものとする。）。

⑤ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算
書において、経常損失を計上した場合、翌期の中間決算期及び翌々期の中間決算期の末
日における借入人の単体の損益計算書において、両者とも経常損失の計上としないこと
（両者とも経常損失を計上した場合に、本号に抵触したものとする。）。
⑥ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算
書において、経常損失を計上した場合、翌期の決算期及び翌々期の中間決算期の末日に
おける借入人の単体の損益計算書において、両者とも経常損失の計上としないこと（両
者とも経常損失を計上した場合に、本号に抵触したものとする。）。

⑦ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算
書において、経常損失を計上した場合、翌期の決算期及び翌々期の決算期の末日におけ
る借入人の単体の損益計算書において、両者とも経常損失の計上としないこと（両者と
も経常損失を計上した場合に、本号に抵触したものをする。）

当事業年度末における当社の借入金のうち384,000千円については、財務制限条項が付さ
れており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性がありま
す。
① 2023年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における借入人の単体およ
び連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、それぞれ2022年12月期決算と直前
の事業年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部のいずれか高い方の合計金額
の50%以上とすること。

② 各年度の決算期における借入人の単体および連結の損益計算書において、以下計算式に
示されるEBITDAが、それぞれ2023年12月期を初同とし、以降の決算期につき2期連続
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して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2023
年12月決算期およびその直後の期の決算を対象として行われる。
(計算式)
EBITDA =営業利益十減価償却費十のれん償却費

③ 各年度の決算期における借入人の単体および連結の報告書において、以下計算式に示さ
れる債務償還年数が、それぞれ2023年12月期を初回とし、以降の決算期につき20年以
上とならないようにすること。
(計算式)

(i)ある事業年度末日における有利子負債から同事業年度末日における現預金および運転
資金を控除した金額を、(ii)当該事業年度における営業利益に同事業年度における減価償
却費およびのれん償却費を足し戻した数値で除した数値をいう。なお、上記において運
転資金とは、下記の計算式により算定される金額をいう。運転資金=売掛金・受取手形
十前渡金十棚卸資産一買掛金・支払手形

当事業年度末における当社の借入金のうち1,530,000千円については、財務制限条項が付
されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があり
ます。
① 利益維持

2023年12月期以降の各決算期について、借入人の連結損益計算書の本業営業利益が
赤字になった場合には、当該翌決算期末における借入人の連結損益計算書の本業営業利
益が赤字となる状態を生じさせないこと。

（注）本業営業利益＝営業利益−その他収益＋その他の費用
② ネット・レバレッジ・レシオ

2024年12月末日に終了する決算期及びそれ以降の各決算期における借入人の連結損
益計算書のネット・レバレッジ・レシオを6倍以下に維持すること。

（注）ネット・レバレッジ・レシオ＝（有利子負債−現預金）/ EBITDA
有利子負債＝短期借入金＋1年以内返済長期借入金＋1年以内償還社債＋長期借入金
＋社債（新株予約権付社債を含む）−本ブリッジローン貸付未払金

EBITDA＝営業利益＋減価償却費（リース減価償却費を含む）＋のれん償却費＋その
他償却費＋のれんの減損 なお、減価償却費、のれん償却費は営業利益から控除さ
れているものに限る。

③ 純資産維持
2023年12月期以降の各決算期末の連結貸借対照表の調整後純資産を、直前の決算期

末における連結貸借対照表上の調整後純資産又は2023年12月期における貸借対照表上
の調整後純資産のいずれか大きい金額の50％以上に維持すること。

（注）調整後純資産＝純資産＋資本剰余金減少額（アーンアウトや追加株式取得分）
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当事業年度末における当社の借入金のうち302,990千円については、財務制限条項が付さ
れており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性がありま
す。
① 借入人の単体及び連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の
決算期末日の金額又は2023年12月期末の金額のいずれか大きいほうの60％以上に維持
すること。

② 2024年12月期以降、借入人の単体及び連結の損益計算書上の営業損益につき2期連続
して損失を計上しないこと（ただし、中間期は含まない）

③ 2024年12月期以降、借入人の各決算期の連結の貸借対照表及び損益計算書において、
以下の計算式で示される債務償還年数が10年以上とならないようにすること。

（計算式）
A（有利子負債−運転資金−月商1.5か月分を上限とする現預金）÷B（営業利益＋減価
償却費＋その他償却費＋減損費用＋一時的な損益）

なお、Bについては、直前期又は当該決算期以降の直近3カ月の平均の数値に12を乗じた
値のいずれかの金額で判定を行うものとする。

（注）「運転資金」とは、「売掛金＋受取手形＋棚卸資産−買掛金−支払手形」で計算される
値をいう。
「一時的な損益」とは、日本における一般に公正妥当と認められる会計処理の基準
において特別損益に該当すると判断されるもの、条件付取得対価に係る会計処理に
おける一過性の損益及びIPO関連のコストをいう。

当事業年度末における当社の借入金のうち550,400千円については、財務制限条項が付さ
れており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性がありま
す。
① 借入人の単体および連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前
の決算期末日の金額または2022年12月期末の金額のいずれか大きい方の60%以上に維
持すること。

② 2023年12月期以降、借入人の単体および連結の損益計算書上の営業損益につき2期(但
し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。

③ 2023年12月期以降、借入人の各決算期の連結の貸借対照表および損益計算書におい
て、以下の計算式で示される債務償還年数が10年以上とならないようにすること。な
お、以下の計算式の下線部分については、直前期または当該決算期以降の直近3ヶ月の
平均の数値に12を乗じた値のいずれかの金額で判定を行うものとする。

<計算式>
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(有利子負債-運転資金-月商1.5ヶ月分を上限とする現預金)÷(営業利益+減価償却費+その
他償却費+減損費用+一時的な損益)
※上記の計算式における「運転資金」とは、「売掛金+受取手形+棚卸資産-買掛金-支払手

形」で計算される値をいう。
また、「一時的な損益」とは、日本における一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に

おいて特別損益に該当すると判断されるもの、条件付取得対価に係る会計処理における一過
性の損益およびIPO関連コストをいう。
なお、「一時的な損益」については、貸付人が要請する場合は、その詳細および内訳につい

て、貸付人が合理的に満足する内容の資料を作成の上、速やかに提出すること。

当事業年度末における当社の借入金のうち607,000千円については、財務制限条項が付さ
れており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性がありま
す。
① 2025年12月期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結財政状態計算書
において、資本合計の金額を、2024年12月期決算期の年度決算期の末日における資本
合計の金額又は前年度決算期の末日における資本合計の金額のいずれか大きい方の85%
以降に維持すること。

② 2025年12月期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結財政状態計算書
において、自己資本比率（親会社の所有者に帰属する持分合計÷資産合計）を25%以上
に維持すること。

③ 2025年12月期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結財政状態計算書
において、営業利益率を20%以上に維持すること

④ 2025年6月期を初回とする各年度決算期の末日及び半期決算の末尾における借入人の
連結財政状態計算書において、資本合計の金額を、2024年12月決算期の年度決算期の
末日における資本合計の金額又は前年度決算期の末日における資本合計の金額のいずれ
か大きい方の75%以上に維持すること。

⑤ 2025年6月期を初回とする各年度決算期の末日及び半期決算の末尾における借入人の
連結財政状態計算書において、自己資本比率（親会社の所有者に帰属する持分合計÷資
産合計）を20%以上に維持すること。

⑥ 2025年6月期を初回とする各年度決算期の末日及び半期決算の末尾における借入人の
連結財政状態計算書において、営業利益率を10%以上に維持すること。

当事業年度末における当社の借入金のうち271,360千円については、財務制限条項が付さ
れており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があ
ります。

① 借入人の単体および連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前
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の決算期末日の金額または2023年12月期末の金額のいずれか大きい方の60%以上に維
持すること。

② 2024年12月期以降、借入人の単体および連結の損益計算書上の営業損益につき2期(但
し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。

③ 2024年12月期以降、借入人の各決算期の連結の貸借対照表および損益計算書におい
て、以下の計算式で示される債務償還年数が10年以上とならないようにすること。な
お、以下の計算式の下線部分については、直前期または当該決算期以降の直近3ヶ月の
平均の数値に12を乗じた値のいずれかの金額で判定を行うものとする。

<計算式>
(有利子負債-運転資金-月商1.5ヶ月分を上限とする現預金)÷(営業利益+減価償却費+その

他償却費+減損費用+一時的な損益)
※ 上記の計算式における「運転資金」とは、「売掛金+受取手形+棚卸資産-買掛金-支払手

形」で計算される値をいう。
また、「一時的な損益」とは、日本における一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に

おいて特別損益に該当すると判断されるもの、条件付取得対価に係る会計処理における一過
性の損益およびIPO関連コストをいう。
なお、「一時的な損益」については、貸付人が要請する場合は、その詳細および内訳につい

て、貸付人が合理的に満足する内容の資料を作成の上、速やかに提出すること。

当事業年度末における当社の借入金のうち761,908千円については、財務制限条項が付さ
れており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性がありま
す。
① 各事業年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年
同期比75%以上に維持すること。

② 各事業年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益を2期連続で損失と
しないこと。

当事業年度末における当社の借入金のうち1,232,025千円については、財務制限条項が付
されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があり
ます。
① 2025年12月期決算を初回とし、以降各事業年度の決算期の末日における借主の連結の
貸借対照表上の純資産の部の金額を、2024年12月期及び直前の事業年度の決算期末日
における借主の連結の貸借対照表上の純資産の部の金額のいずれか高い方の金額の50％
以上とすること。

② 各事業年度の決算期における借主の連結の損益計算書において以下の計算式にて計算さ
れる本業営業損益が、2025年12月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して損
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失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2025年12月
決算期及びその直後の期の決算を対象として行われる。

<計算式>営業利益ーその他の収益十その他の脅用
③ 各事業年度の決算期における借主の連結の損益計算書及び連結の貸借対照表において以
下の計算式にて計算されるネット・レバレッジ・レシオを、2025年12月期を初回とし、
以降の決算期につき6倍以内に維持すること。

<計算式>ネット・レバレッジ・レシオ＝（有利子負債ー現預金）/EBITDA
利子負債＝短期借入金＋1年以内返済長期借入金＋1年以内償還社債＋長期借入＋社債

（新株予約権付社債を含む。）
EBITDA＝営業利益＋減価償却費（リース減価償却費を含むが、営業利益から控除され
ているものに限る。）＋のれん償却費（営業利益から控除されているものに限る。）＋そ
の他償却費＋のれん減損

5．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 538,161千円
長期金銭債権 96,666千円
短期金銭債務 678,104千円
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（損益計算書に関する注記）
１．関係会社との取引高

売上高 18,120千円
売上原価 180,537千円
営業取引以外の取引高 913,334千円

２．関係会社株式評価損
株式会社マイクロウェーブクリエイティブに係る評価損であります。

（株主資本等変動計算書に関する注記）
自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数

自己株式

普通株式（株） 515 200,116 − 200,631
（注）普通株式の自己株式の増加200,116株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加200,000株、

単元未満株式の買取りによる増加116株であります。
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（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳

繰延税金資産
未払賞与 6,104千円
未払事業税 4,833千円
減価償却費 2,226千円
貸倒引当金 1,417千円
関係会社株式評価損 194,145千円
資産調整勘定 264,843千円
その他 17,233千円

繰延税金資産小計 490,804千円
評価性引当額 △196,861千円
繰延税金資産合計 293,942千円
繰延税金負債
その他 511千円

繰延税金負債合計 511千円
繰延税金資産の純額 293,430千円
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（関連当事者との取引に関する注記）
子会社及び関連会社等

種
類 会社等の名称 所在地

資本金
又は出
資金(千
円)

事業の内容
又は職種

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連当事者
との関係

取引
内容

取引
金額(千円) 科目

期末
残高
(千円)

子
会
社

CRAFT
株式会社

東京都
江東区 10,000

デジタルマ
ーケティン
グ事業

所有
100.0

経営指導
債務被保証

経営指導料
の受取 240,000 未収入金 22,000

資金の借入
（注）2 500,000 短期

借入金 500,000

当社銀行借
入に対する
債務被保証
（注）１

1,086,760 − −

株式会社
JITT

東京都
千代田
区

10
デジタルマ
ーケティン
グ事業

所有
100.0

経営指導 経営指導料
の受取 60,000 未収入金 5,500

株式会社
SAKIYOMI

大阪府
大阪市 10,000

SNS マ ー ケ
ティング支
援事業

所有
89.52 資金の貸付 資金の回収

（注）2 560,000 短期
貸付金 −

株式会社
Ciel Zero

大阪府
大阪市 60,000 AIシステム

開発事業
所有
80.0 債務被保証

当社銀行借
入に対する
債務被保証
（注）１

1,232,025 − −

株式会社
SpinFlow

東京都
千代田
区

10
生成AI活用
コンサルテ
ィング事業

所有
50.1 経営指導 経営指導料

の受取 135,000 未収入金 148,500

株式会社
SmartContact

東京都
新宿区 1,000 セールス

支援事業
所有
67.0 債務被保証

当社銀行借
入に対する
債務被保証
（注）１

607,000 − −
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種
類 会社等の名称 所在地

資本金
又は出
資金(千
円)

事業の内容
又は職種

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連当事者
との関係

取引
内容

取引
金額(千円) 科目

期末
残高
(千円)

子
会
社

株式会社
デイトラ

東京都
豊島区 1,000 メディア

事業
所有
80.0 債務被保証

当社銀行借
入に対する
債務被保証
（注）１

761,908 − −

株式会社
BINKS

東京都
文京区 1,000 LTVサイエン

ス事業
所有
85.0

経営指導 ,
業務委託
債務被保証

経営指導料
の受取 165,000 未収入金 49,500

業務委託料
の支払 110,789 未払費用 8,630

当社銀行借
入に対する
債務被保証
（注）１

1,530,000 − −

ラグナロク
株式会社

東京都
港区 3,000

グロースエ
ンジニアリ
ング事業

所有
100.0

経営指導
債務被保証

経営指導料
の受取 60,000 未収入金 5,500

当社銀行借
入に対する
債務被保証
（注）１

302,990 − −

株式会社
Real us

東京都
目黒区 900

インフルエ
ンサープラ
ットフォー
ム事業

所有
85.0 経営指導 経営指導料

の受取 75,000 未収入金 82,500

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．債務被保証の取引金額には、借入金残高を記載しており、保証料の支払いは行っておりません。

２．取引条件については、一般の取引条件と同様に決定しております。
３．取引条件については、一般の取引条件と同様に決定しております。
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（収益認識に関する注記）
収益を理解するための基礎となる情報は「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

４．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 425円60銭
１株当たり当期純利益 △21円60銭

（重要な後発事象に関する注記）
連結注記表と同一の内容であるため、記載を省略しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2026年３月２日

株式会社エフ・コード
取締役会 御中

監査法人ＦＲＩＱ
東京都千代田区

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 三村 啓太
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田中 康毅

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社エフ・コードの2025年１月１日から2025年12月31日までの連結

会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表について監査を行っ
た。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる
開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、株式会社エフ・コード及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る
期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の

責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従
って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま

た、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対し

て意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算

書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にそ
の他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求め
られている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示項

目の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結
計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価
し、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどう

かについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行
い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施

する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際

して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記

事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業

の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に
関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる
開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び
内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するため
に、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査
人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監

査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性

に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準に
まで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2026年３月２日

株式会社エフ・コード
取締役会 御中

監査法人ＦＲＩＱ
東京都千代田区

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 三村 啓太
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田中 康毅

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社エフ・コードの2025年１月１日から2025年12月31日まで

の第20期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以
下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係
る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の

責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま

た、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して

意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等

又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他
の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求め
られている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することに

ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我
が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうか

について合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行
い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施

する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際し

て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記

事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の

前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関
する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくな
る可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監

査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性

に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準に
まで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書
当監査等委員会は、2025年1月1日から2025年12月31日までの第20期事業年度における取締

役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会

決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及
び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に

従い、会社の内部監査室と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職
務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧
し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会
社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の
報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する
とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類
（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。
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２．監査の結果
（1） 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべ
き事項は認められません。

（2） 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人監査法人FRIQの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3） 連結計算書類の監査結果
会計監査人監査法人FRIQの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年３月２日
株式会社エフ・コード 監査等委員会
監査等委員 今村 元太 印

監査等委員 雨宮 玲於奈 印

監査等委員 加藤 扶美子 印
（注） 監査等委員今村元太、監査等委員雨宮玲於奈及び監査等委員加藤扶美子は、会社法第２
条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以上
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株主総会参考書類

議案および参考事項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（4名）は本総会の終結の時をもって任期満了となりますの

で、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名の選任をお願いするものであります。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

１ 工
ク ド ウ

藤 勉
ツトム

（1983年７月４日生）

2004年7月 株式会社免許オンデマンド
取締役

2006年３月 当社設立 取締役

2011年３月 当社代表取締役社長（現任）

4,792,600株

取締役候補者とした理由
当社の創業期より今日まで一貫して当社の経営を主導してきた豊富
な経験と知見、高いリーダーシップを有することから、引き続き取
締役として選任をお願いするものです。

２ 荒
ア ラ イ

井 裕
ユ ウ キ

希
（1981年９月17日生）

2004年４月 株式会社カスケード入社

2007年５月 当社入社

2008年２月 当社取締役（現任）
309,000株

取締役候補者とした理由
当社の創業期より取締役として事業拡大を牽引し、当社サービス開
発に豊富な経験を有することから、引き続き取締役として選任をお
願いするものです。
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３ 衣
キ ヌ ガ サ

笠 槙
シ ン ゴ

吾
（1988年７月３日生）

2010年12月 有限責任監査法人トーマツ入所

2016年10月 ユナイテッド株式会社入社

2018年１月 合同会社ナガボット入社

2018年１月 衣笠公認会計士事務所
設立（現任）

2018年１月 監査法人タカノ入社
パートナー（現任）

2019年４月 株式会社シクミヤ入社（現任）

2021年４月 当社入社
同執行役員財務経理部長

2023年４月 当社執行役員CFO

2024年６月 株式会社FLIGHTS
社外監査役（現任）

2024年８月 matsuri technologies株式会社
社外監査役（現任）

2025年３月 当社取締役（現任）

83,400株

取締役候補者とした理由

公認会計士として長年培われた財務・会計における高い専門知識と
豊富な業務経験を有することから、これらの専門性、経験、見識を
活かし、取締役の職務執行が期待できるものと判断し、取締役とし
て選任をお願いするものです。
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４ 山
ヤ マ ザ キ

崎 晋
シ ン イ チ

一
（1963年８月２日生）

1988年５月 株式会社リクルート入社

1990年７月 株式会社リクルートスタッフィン
グ入社

2006年７月 エン・ジャパン株式会社入社

2009年２月 同社取締役管理本部長

2010年10月 スリープログループ株式会社入社

2011年１月 同社取締役常務執行役員

2011年９月 株式会社フォーラムエンジニアリ
ング入社

2013年１月 パーク24株式会社入社

2016年11月 タイムズサービス株式会社
転籍

2018年６月 当社入社

2021年１月 当社取締役

2025年３月 当社取締役退任

73,800株

取締役候補者とした理由
財務経理、人事をはじめとした管理部門の責任者として豊富な知
識・経験を有することから、これらの専門性、経験、見識を活かし、
取締役として選任をお願いするものです。

（注）１．各取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者と当社との間に特別の利害関係はありま
せん。

２．各候補者が所有する当社の株式の数は、当期末（2025年12月31日）現在の株式数を記載し
ております。

3． 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で
締結しております。当該契約は、被保険者が役員としての業務につき行った行為に起因して
損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契
約により填補される内容であります。各氏の選任についてご承認いただいた場合には、各候
補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
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第２号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役全員（3名）は本総会の終結の時をもって任期満了となります。新たに１名を追加し

た監査等委員である取締役４名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

１ 原
ハ ラ ダ

田 充
ミツル

（1963年12月６日生）

1986年４月 株式会社リクルート 入社

2001年10月 株式会社リクルートスタッフィン
グ転籍

2007年４月 同社 執行役員

2007年12月 株式会社スタッフサービス・ホー
ルディングス 取締役兼執行役員

2016年６月 株式会社リクルート住まいカンパ
ニー 監査役

2021年５月
株式会社スタッフサービス・ホー
ルディングス 監査役
株式会社リクルートスタッフィン
グ 監査役

−

監査等委員である
社外取締役候補者とした理由

長年にわたり、監査役を含む企業役員として、経営に深く関与して
おり、豊富な経験を踏まえた経営全般に対する助言及び取締役の職
務執行に対する監督が期待できると判断し、監査等委員である社外
取締役として選任をお願いするものです。
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２ 雨
ア メ ミ ヤ

宮 玲於奈
レ オ ナ

（1975年４月３日生）

1998年４月 株式会社光通信社入社

2003年６月 株式会社リクルートエイブリック（現株式
会社リクルート）入社

2005年12月
株式会社日本医療情報センター（現株式会
社リクルートメディカルキャリア）代表取
締役

2005年12月 株式会社ジャミックスファイナンス（現株式会社
リクルートメディカルキャリア）代表取締役

2005年12月 株式会社ジャミックス（現株式会社リクル
ートメディカルキャリア）代表取締役

2009年４月
株式会社アールスリーヘルスケア（現株式
会社リクルートメディカルキャリア）取締
役

2012年４月
株式会社リクルートエージェント（現株式
会社リクルート）
中途事業本部領域企画統括部執行役員

2013年４月 株式会社リクルートホールディングス国内
事業統括室カンパニーパートナー

2013年４月 株式会社スタッフサービス・ホールディン
グス取締役

2013年４月 株式会社リクルートスタッフィング
取締役

2014年４月
株式会社アイアム＆インターワークス（現
株式会社コンフィデンス・インターワーク
ス）代表取締役社長

2017年６月 株式会社スマートエージェンシー設立 代
表取締役（現任）

2017年７月 財団法人日本健康スポーツ連盟理事
2018年３月 当社監査役
2018年６月 MRT株式会社 取締役（現任）

2018年６月 株式会社コンフィデンス・インターワーク
ス取締役（現任）

2019年５月 株式会社Grooves取締役（現任）

2020年７月 株式会社ナシエルホールディングス
監査役（現任）

2020年12月 株式会社あしたのチーム取締役（現任）
2021年１月 当社取締役
2023年２月 株式会社アカリク監査役
2024年３月 当社 取締役（監査等委員）（現任）
2024年９月 アイム・ファクトリー株式会社 取締役（現任）
2025年４月 株式会社デジライズ 取締役（現任）

−

監査等委員である
社外取締役候補者とした理由

長年にわたり企業経営に深く関与しており、豊富な経験を踏まえた
経営全般に対する助言及び取締役の職務執行に対する監督が期待で
きると判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いす
るものです。
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３ 加
カ ト ウ

藤 扶美子
フ ミ コ

（1988年３月３日生）

2011年１月 三優監査法人 入所
2013年10月 有限責任監査法人トーマツ 入所
2017年11月 東京建物株式会社 入社

2020年７月 EY新日本有限責任監査法人 入
所

2023年９月 株式会社KATOコンサルティング
設立 同代表取締役（現任）

2023年９月 加藤扶美子公認会計士事務所開設
同所長（現任）

2023年10月 加藤扶美子税理士事務所開設
同所長（現任）

2024年３月 当社 取締役（監査等委員）（現
任）

2025年12月
一般社団法人日本ITビジネス・プ
ロフェッショナル協会 監事（現
任）

−

監査等委員である
社外取締役候補者とした理由

公認会計士として長年にわたり会計監査や国際財務報告基準に関す
るアドバイザリー等に関与しており、当該知見を活かし、取締役の
職務執行に対する監督及び助言を期待できるものと判断し、監査等
委員である社外取締役として選任をお願いするものです。
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４ 高
タ カ ハ シ

橋 壮
ソ ウ ス ケ

介
（1978年８月23日生）

2003年４月 最高裁判所司法研修所入所

2004年10月
渥美総合法律事務所（現渥美坂井
法律事務所・外国法共同事業）入
所、第二東京弁護士会登録

2007年５月 弁護士法人御堂筋法律事務所入
所、東京弁護士会登録

2010年５月 University of Michigan Law
School卒業（LL.M.）

2010年８月 University of Michigan Law
School客員研究員

2011年８月 米国カリフォルニア州弁護士登録

2012年１月 株式会社JQ社外監査役

2013年１月 弁護士法人御堂筋法律事務所パー
トナー

2015年７月 かなめ総合法律事務所開設

2015年９月 株式会社JQ社外取締役（現任）

2016年５月 いちご投資顧問株式会社社外取締
役（現任）

2018年３月 株式会社リアライズコーポレーシ
ョン社外取締役（現任）

2019年11月 株式会社エータイ社外監査役（現
任）

2020年９月 株式会社TechVoice取締役

2021年６月 株式会社リアライズ証券社外取締
役（現任）

2025年６月 株式会社EPG社外監査役（現任）

−

監査等委員である
社外取締役候補者とした理由

豊富な弁護士経験や他社における社外取締役及び社外監査役経験を
有しており、その知識及び経験を引き続き、当社の監査機能及びリ
スク管理機能の強化に発揮していただくことを期待し、監査等委員
である社外取締役としての選任をお願いするものです。
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（注）１．各監査等委員である取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．原田充氏、雨宮玲於奈氏、加藤扶美子氏、高橋壮介氏は、社外取締役候補者であります。
３．雨宮玲於奈氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、当社の監査等委

員である社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって2年になります。
なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって5年になりま
す。

４．加藤扶美子氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、当社の監査等委
員である社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって２年になります。

５．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で
締結しております。当該契約は、被保険者が役員としての業務につき行った行為に起因して
損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契
約により填補される内容であります。各氏の選任についてご承認いただいた場合には、各候
補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

６．当社は、本議案が承認可決され、原田充氏、雨宮玲於奈氏、加藤扶美子氏、高橋壮介氏が監
査等委員である取締役に就任した場合は、会社法第427条第１項及び当社定款の規定に基づ
き、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。

７．当社は、雨宮玲於奈氏、加藤扶美子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定
し、同取引所に届け出ております。両氏の選任がそれぞれ承認された場合には、引き続き独
立役員とする予定であります。また、原田充氏及び高橋壮介氏につきましても、東京証券取
引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏の選任がそれぞれ承認された場合
には、独立役員として指定する予定であります。
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第３号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
監査等委員である取締役の報酬額は、2024年３月28日開催の第18期定時株主総会においてご承認いただいた

年額20百万円以内としております。
本議案に係る監査等委員である取締役の員数は、第２号議案が原案どおり承認可決されますと４名となりま

す。
今回、監査等委員である取締役の員数を３名から４名に増員させていただくこととなり、つきましては、年額

30百万円以内に増額させていただきたいと存じます。
本議案に係る報酬等の額は、選定予定の候補者の員数や現行の報酬の金額、経営環境などを総合的に勘案し、

監査等委員である取締役の職責に照らして相当であるものと判断しております。
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【会 場】 東京都新宿区市谷八幡町８番地 TKP市ヶ谷ビル
TKP市ヶ谷カンファレンスセンター カンファレンスルーム６D

【交通のご案内】
ＪＲ総武線 市ヶ谷駅より 徒歩２分
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